
（平成２３年１２月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 69 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 64 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 43 件

国民年金関係 16 件

厚生年金関係 27 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 6122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年４月 

    私は、昭和 52 年４月に勤めていた会社を退職したので、直後にＡ市役所

で国民年金の再加入の手続を行った。郵送してもらった納付書を使用して、

銀行の窓口で３か月分の国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料を納

付した領収証書を持っている。 

    申立期間の国民年金保険料が、納付済みとなっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳及びオンライン記録を見ると、昭和 52 年５月６

日に任意加入として国民年金被保険者資格を取得していることが確認できる

ことから、申立期間は国民年金の任意加入期間における未加入期間となり、制

度上、国民年金保険料を納付することはできない。 

しかし、申立人が所持する納付書兼領収証書を見ると、申立期間である昭和

52 年４月の欄に金融機関の同年７月１日付けの受領印が確認できる。また、

当該受領印は二重に押されているが、申立期間の国民年金保険料を受領した金

融機関では、「保険料の収納の押印であると考えられる。当時、保険料を誤っ

て受領した場合、納付書兼領収証書には取消印を押す等、受領の取消しの表示

を明確に行っていた。」としており、当該納付書兼領収証書を見ても取消印等

は確認できない。 

さらに、Ａ市では納付書を発行する場合、国民年金保険料の納付を要しない

期間については、金額を記載する部分に「不要」の印字を行っていたと思うと

回答しているが、当該納付書兼領収証書を見てもその印字は確認できない。 

加えて、申立人に係るオンライン記録を見ると、申立期間を除き、申立人の

国民年金保険料は完納されていることを踏まえると、納付意識の高い申立人が、



Ａ市から発行された納付書に基づいて申立期間の国民年金保険料を納付した

ものと考えられ、申立期間は保険料の納付済期間であると考えるのが相当であ

る。 

なお、前述のとおり申立期間は、国民年金の任意加入期間における未加入期

間となり、制度上、国民年金保険料を収納することはできないが、申立人に係

るオンライン記録において、申立期間の保険料が還付された事跡は確認できな

い。一方、申立人は、申立期間が納付済みの記録となっていないことを、平成

22 年２月にねんきん定期便の送付を受けて初めて知ったと陳述しており、申

立期間の保険料が受領された昭和 52 年７月以降、当該納付書兼領収証書に基

づき申立人の申立期間の保険料納付に相当する年金受給権の取得に対する期

待と信頼が、30 年以上の長期間にわたり醸成されていることから、現時点に

おいて、申立期間が未加入期間であることを理由に当該保険料を還付すること

は信義衡平の原則に反する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 6123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年４月から同年 11月までの期間、３年２月、同年３月、同

年７月及び同年９月の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住        所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年４月から同年 11月まで 

② 平成３年２月及び同年３月 

③ 平成３年７月 

④ 平成３年９月 

時期は記憶していないが、私は仕事の用事で出かけたとき、出先の郵便

局の窓口で納付書を使って夫婦二人分の国民年金保険料を遡って納付した。

妻の申立期間の保険料は納付済みになっているのに、私の申立期間の保険

料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含め、申立人が夫婦二人分の国民年金保険料を納付し

ていたと申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、夫婦連番で昭和 42 年 11 月７日に払い出されていることが確認でき、

オンライン記録で確認できる夫婦二人分の国民年金保険料の納付状況は、申立

期間を除きほぼ一致している。 

また、申立期間は合計 12 か月と短期間であり、申立人が、自身の国民年金

保険料と一緒に納付していたとするその妻に係るオンライン記録を見ると、申

立期間に係る保険料は納付済みと記録されており、上記申立人及びその妻の納

付状況を踏まえると、申立期間についても夫婦二人分の保険料を納付していた

とする申立人が、自身の保険料のみ未納のまま放置したとは考え難い。 

さらに、申立人は、平成２年頃から夫婦で経営する自営業の経営状況が悪化

し、夫婦二人分の国民年金保険料の納付が遅れがちとなったために市役所で相



談し、市役所から２年間なら遡って保険料を納付できると聞いたので、申立期

間の保険料についても、夫婦二人分の納付書を市役所窓口でもらって郵便局で

納付していたと、当時の状況について具体的に陳述しているところ、Ａ市は過

年度納付書を窓口で配布していたと回答しているなど、陳述内容は当時の制

度・状況に符合しており、申立人の主張に不自然さはみられない。 

加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、一人分が１か月

8,000円から 9,000円までぐらいだったと陳述しているところ、申立期間①及

び②の保険料額は 8,400 円、申立期間③及び④の保険料額は 9,000 円であり、

申立期間の保険料額とおおむね一致する。 

このほか、申立人及びその妻に係るオンライン記録を見ると、申立期間①直

前の平成元年４月から２年３月までの期間、申立期間②及び③に挟まれた３年

４月から同年６月までの現年度保険料について、申立人の収納日は記載されて

いるがその妻については記載が無く、妻の申立期間①から④までの過年度保険

料の収納日も記載されていないことから、申立人及びその妻の国民年金保険料

の収納及び記録管理に、何らかの事務的過誤が生じた可能性も否定できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 6124 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年４月から同年６月までの期間、同年 10 月から 56 年３月

までの期間及び 59 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 55年 10月から 56年３月まで 

             ③ 昭和 59年４月から同年６月まで 

詳細な時期は定かではないが、昭和 51年９月に会社を退職した後、Ａ市

Ｂ区役所で国民年金に加入した。 

昭和 54年 11月に結婚した後の夫婦二人分の国民年金保険料については、

特に未納の無いように心掛けており、申立期間①については、当該期間を含

む 55 年４月から同年９月までの夫婦二人分の保険料を、Ａ市Ｃ区役所の窓

口で現年度納付し、領収証書を受け取った。 

申立期間②については、昭和 56 年又は 57 年にＣ区役所で夫婦二人分の

国民年金保険料を口座振替で納付する手続を行った際、担当者に夫婦二人共

に６か月間の過去の保険料の未納を指摘され、後日、送付されてきた納付書

を使用して、夫婦二人分の保険料として５万円程度を銀行で納付した。 

申立期間③については、時期等は詳細には覚えていないが、当該期間よ

り後に送付されてきた納付書を使用して、銀行で納付したはずである。 

申立期間に係る国民年金保険料を私が納付したことは間違いないので、

未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

特殊台帳及び国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳

記号番号は、Ａ市Ｂ区において、厚生年金保険被保険者資格を喪失した昭和

51 年９月１日を国民年金被保険者資格の取得日として、53 年３月に払い出さ



れており、この手帳記号番号の払出時期からみて、各申立期間の国民年金保険

料を納付することは可能である。 

また、申立期間①は３か月、申立期間②は６か月及び申立期間③は３か月と、

いずれも短期間である上、それぞれの前後の期間の国民年金保険料は現年度納

付されている。 

さらに、申立人は、昭和 51 年９月１日の国民年金被保険者資格の取得日以

降、60 歳に至るまでの国民年金被保険者期間において、申立期間を除き国民

年金保険料を完納しており、また、一緒に保険料を納付していたとする申立人

の夫も、結婚後は 60 歳に至るまで申立期間②を除き保険料を完納しているな

ど、結婚後の夫婦の保険料納付を担っていた申立人の納付意識の高さがうかが

える。 

加えて、確認できる結婚後の申立人夫婦の国民年金保険料の納付日は全て一

致しており、納付意識の高い申立人が、申立期間①に係るその夫の国民年金保

険料のみ納付し、自身の保険料を納付せず放置したとは考え難い。 

次に、申立人は、申立期間②の国民年金保険料の納付について、ⅰ）申立人

の子供が幼かった頃に、夫婦の保険料の口座振替手続を行った際、担当者に

夫婦二人共に６か月間の過去の保険料の未納を指摘されたこと、ⅱ）後日、

送付された納付書を使用して銀行で当該期間の保険料を納付したこと、ⅲ）

夫婦二人分の当該期間の保険料額は５万円程度であったことなどについて、

具体的に陳述している。 

この点、Ａ市では、「当時、過年度保険料の収納については、社会保険事務

所からの連絡を受けて、これを国民年金被保険者名簿の収滞納一覧表に反映

させており、納付可能な過去の未納期間について、区役所窓口で指摘するこ

とが可能であった。」と説明しており、陳述と符合する。 

また、申立期間②に係る夫婦二人分の国民年金保険料合計は、４万 5,240

円となり、陳述する金額ともおおむね一致する。 

さらに、申立期間③について、申立人は、送付された納付書を使用して、銀

行で納付したと陳述しているところ、オンライン記録を見ると、申立期間③に

係ると考えられる納付書が、昭和 60年 11月９日に発行されていることが確認

できる。 

これらのことを踏まえると、納付意識の高い申立人が、過年度納付が可能な

申立期間②及び③の国民年金保険料を、納付書の送付を受けながら未納のまま

放置したとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 6125 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年 10 月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月から 56年３月まで 

国民年金に加入した時期及び手続等の詳細な記憶も定かではなく、また、

独身当時は国民年金保険料を納付していなかった。 

しかし、結婚後に妻が、「将来のために未納はよくない。」として、Ａ市

Ｂ区役所で手続を行い、私の過去の国民年金保険料を納付し、その後は自ら

の保険料とともに納付を続けてくれた。 

申立期間については、妻が、昭和 56年又は 57年にＡ市Ｃ区役所で夫婦二

人分の国民年金保険料の納付について口座振替で行う手続を行った際、担当

者に夫婦二人共に６か月間の過去の保険料の未納を指摘され、後日、送付さ

れてきた納付書を使用して、夫婦二人分の保険料として５万円程度を銀行で

納付したと聞いている。 

結婚後の国民年金保険料については、妻が夫婦二人分を一緒に納付してく

れており、申立期間に係る保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿及び前後の被保険者のオンライン記録を見る

と、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ市Ｃ区において昭和 50 年９月ない

し同年 10 月頃に払い出されていると推認でき、この手帳記号番号の払出時期

からみて、申立期間の国民年金保険料を納付することは可能である。 

また、申立期間は６か月と短期間である上、前後の期間の国民年金保険料は

現年度納付されている。 

さらに、申立人は、結婚後は 60 歳に至るまで、申立期間以外に国民年金保

険料の未納期間は無く、申立人夫婦の保険料納付を担っていた申立人の妻の納



付意識の高さがうかがえる。 

加えて、申立人の妻は、申立期間の国民年金保険料の納付について、ⅰ）申

立人の子供が幼かった頃に、夫婦の保険料口座振替の納付手続を行った際、担

当者に夫婦二人共に６か月間の過去の保険料の未納を指摘されたこと、ⅱ）後

日、送付された納付書を使用して銀行で当該期間の保険料を納付したこと、ⅲ）

夫婦二人分の当該期間の保険料額は５万円程度であったことなどについて、具

体的に陳述している。 

この点、Ａ市では、「当時、過年度保険料の収納については、社会保険事務

所からの連絡を受けてこれを国民年金被保険者名簿の収滞納一覧表に反映さ

せており、納付可能な過去の未納期間について、区役所窓口で指摘すること

が可能であった。」と説明しており、陳述と符合する。 

このほか、申立期間に係る夫婦二人分の国民年金保険料合計は４万 5,240

円となり、陳述する金額ともおおむね一致しており、納付意識の高い申立人

の妻が、過年度納付が可能な申立期間の保険料について未納のまま放置した

とは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 6126 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、昭和 55 年 11 月から 56 年２月までの期間及び同

年９月の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年３月から 56年２月まで 

             ② 昭和 56年９月  

私は、詳細は記憶していないが、Ａ市役所で国民年金の加入手続後、免除

手続をしたと思う。 

その後、時期は記憶していないが、申立期間が全額免除期間で追納ができ

る旨の案内はがきを受け取った。その通知の内容がよく理解できなかったの

で、Ａ市役所に問い合わせたところ、「免除の期間は 10年以内であれば、遡

って保険料を追納できる。」と聞いたので、納付しなければならない期間は

全て納付すると申し出て、同市役所で納付書を作成してもらった。 

その後、市内の銀行から申立期間の国民年金保険料を一括で一度だけ納付

したが、納付した保険料額は記憶していない。 

私は、市の職員に「保険料を支払っていない期間はありませんね。」と聞

いたところ、「これで支払っていない期間はありません。」と返答されたこと

も記憶しており、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得

ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料を追納したと申し立ててい

る。 

そこで、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立期間①

のうち、昭和 55 年 11 月から 56 年２月までの期間及び申立期間②は申請免除

期間と記録されている。また、申立人に係るオンライン記録及び当該被保険者

名簿では、申立期間②直後の同年 10月から 57年３月までの期間、同年４月か



ら 58年３月までの期間及び 60年 11月から 61年３月までの期間について、平

成２年３月 19日に追納の申出の上、同年同月 23日に追納されていることが確

認できる。これらのことから、当該同年３月の追納時点で、申立期間①のうち、

昭和 55 年 11 月から 56 年２月までの期間及び申立期間②の国民年金保険料を

追納することは可能である。 

さらに、申立人は、全額免除期間について追納ができる旨の案内はがきを

受け取り、Ａ市役所に問い合わせたところ、「免除の期間は 10年以内であれば、

遡って保険料を追納できる。」と聞き、全て納付すると申し出て、同市役所で

納付書を作成してもらい、銀行で納付後、被保険者名簿を管理している同市の

職員に「保険料を支払っていない期間はありませんね。」と聞いたところ、「こ

れで支払っていない期間はありません。」と返答されたと当時の事情を具体的

に陳述している。 

加えて、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記

号番号は昭和 57年３月 11日に払い出されており、前後の被保険者資格の取得

状況から、申立人の加入手続は同年３月頃に行われたものと推定され、申立人

に係るオンライン記録を見ると、この加入手続後の申立人の国民年金保険料は

完納されており、申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

また、日本年金機構では、「昭和 57 年３月に加入手続をして免除申請した

場合、免除期間は同年１月以降の期間である。」と回答しており、この加入手

続時点で申立期間①及び②を含む昭和56年12月以前の国民年金保険料を免除

申請及び追納することはできないこととなるが、前述のとおり、申立人に係る

Ａ市の被保険者名簿を見ると、55年 11月から 56年 12月までの期間について

は申請免除と記録され、同年 10月から同年 12月までの期間については追納と

記録されており、オンライン記録も当該被保険者名簿に基づき、申立期間①の

うち、55年 11月から 56年２月までの期間及び申立期間②が、平成 23年５月

25日付けで申請免除に記録が訂正されている。 

さらに、オンライン記録を見ると、前述のとおり、申立期間②直後の昭和

56年 10月から 57年３月までの期間及び同年４月から 58年３月までの期間に

ついては追納の記録は確認できるが、当該期間の免除の記録は無く、特殊台帳

も保管されていない。 

加えて、申立人に係るＡ市の被保険者名簿を見ると、備考欄には、「56．３．

23～56．９．30 Ｂ社」の記載があり、厚生年金保険被保険者資格を昭和 56

年９月 30 日に喪失していることが確認でき、制度上、同日に国民年金被保険

者資格を再取得することとなるが、申立人の当該資格の再取得日は、申立期間

②直後の同年 10 月１日と記録されており、当該資格期間が市に把握された時

点において、誤って申立期間②は国民年金の未加入期間とされていた。 

これらの事務的過誤を踏まえると、国民年金被保険者名簿の検認記録欄に

免除と記録されている申立期間①のうち、昭和 55 年 11 月から 56 年２月まで



の期間及び申立期間②の追納納付書が発行されていたとしても不自然とまで

は言えず、当該期間の国民年金保険料の収納及び記録管理になんらかの事務的

過誤があった可能性を否定できない。 

しかし、申立期間①のうち、昭和 52年３月から 55年 10月までの期間につ

いては、申立人に係るオンライン記録及びＡ市の被保険者名簿において当該期

間の免除記録が確認できず、社会保険事務所（当時）及び同市において、当該

期間の免除申請がなされた形跡は見当たらないことから、免除期間であった事

情はうかがえない。また、申立人に係る被保険者名簿の検認記録は、昭和 54

年度以前の記録が見当たらず、申立期間①のうち、昭和 55年４月から同年 10

月までの期間は未納と記録されていること及びオンライン記録を見ると、申立

期間①のうち、52 年３月から 55 年 10 月までの期間は未納と記録されている

ことを踏まえると、当該期間は未納期間であったものと推認される。 

これらの未納と記録されている期間については、制度上、国民年金保険料

を追納することはできない。 

さらに、申立人の追納日の記録がある平成２年３月 23 日時点においては、

当該期間に係る国民年金保険料は時効により納付することはできない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年 11 月から 56 年２月までの期間及び同年９月の国民年金保険料を納

付していたものと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 12769 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（昭和 33 年 10 月 15 日）及び資格取得日（昭和 35

年６月 15 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、昭和 33 年 10 月から

35 年４月までは１万 8,000 円、同年５月は３万 6,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月 15日から 35 年６月 15日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、実父が経営する

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。

同社では申立期間も継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録では、Ａ社において昭和 26 年７月１日に厚生年

金保険被保険者の資格を取得し、33 年 10 月 15 日に資格を喪失後、35 年６月

15日に同社において資格を再取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に被保険者記録の有る複数の元同僚の陳述から判断すると、申立人が申

立期間も継続して同社に勤務していたことが推認できる。 

また、前述の被保険者名簿を見ると、加入記録に空白期間が生じている者は

申立人以外に前述の元同僚のうちの一人が確認できるところ、同人は、「Ａ社

を自己都合により退職後、同社に再就職した。」旨陳述している。 

さらに、当該元同僚（前述の被保険者名簿における同人の厚生年金保険被保

険者資格の再取得年月日は昭和 33年８月１日、喪失年月日は 37年１月 31日）



は、「私が復職した後、申立人の仕事内容に変更はなかったと思う。」旨陳述し

ている。 

加えて、申立期間当時、Ａ社で給与計算等を担当していたとする従業員は、

「申立期間当時、Ａ社では従業員全員が社会保険に加入し、給与から社会保険

料を控除していた。給与明細書も作成していたので、申立人の分だけ控除して

いないということはない。」旨陳述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立期間前後の社会保

険事務所（当時）の記録から、昭和 33 年 10月から 35年４月までは１万 8,000

円、同年５月は３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間当時の事業主は既に死亡している上、当該事業所は昭和 39 年に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっているため不明であるものの、事業主から申立

人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないにもかかわら

ず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会

保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る 33 年 10 月から 35 年５月までの保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



大阪厚生年金 事案 12770 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 10年 10月から 14年４月までを 17万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 14 年 11月１日まで 

 厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に受け取っていた給与額より低

く記録されていることが分かった。同社に入社後、給与が大きく減ったとい

うことはないので、申立期間の標準報酬月額を、実際の給与支給額に見合っ

た額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給与明細書の

保険料控除額から、申立期間のうち、平成 10年 10月から 14年４月までは 17

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主に照会するも回答が得られず不明であるものの、申立期間のうち、平成 10

年 10月１日から 14年５月１日までの期間について、オンライン記録における

標準報酬月額が上記により認められる標準報酬月額と長期にわたり一致して



いないことから、当該期間について、事業主は、オンライン記録どおりの報酬

月額を社会保険事務所（当時）に届け、その結果、社会保険事務所は、上記訂

正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 14年５月１日から同年 11月１日までの期間に

ついては、申立人提出の給与明細書で確認できる保険料控除額に基づく標準報

酬月額は、オンライン記録と一致する。したがって、特例法による保険給付の

対象に当たらないため、あっせんは行わない。



大阪厚生年金 事案 12771 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 19年９月１日から 20年９月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を 44万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成 20年９月１日から 21年１月１日までの期間に

ついて、申立人の当該期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果

44万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75条本文の規定に該

当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 28 万円

とされているが、申立人は、当該期間について、その主張する標準報酬月額(44

万円)に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人

の当該期間に係る標準報酬月額の記録を 44 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年９月１日から 21年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に受け取っていた給与額より低

く記録されていることが分かった。 

全てではないが、申立期間の給与明細書を提出するので、申立期間の標準

報酬月額を、実際の給与支給額に見合った額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例

法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保



険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人提出

の給与明細書及びＡ社保管の賃金台帳の保険料控除額から、44 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に誤

って提出したことを認めていることから、社会保険事務所の記録どおりの届出

が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、当該保険料控除額に見合

う標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12772 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成６年４月１日であると認められる

ことから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年３月 31日から同年４月１日まで 

ねんきん特別便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録

が無いことが分かった。申立期間は、同社からＢ社に転籍した時期であり、

Ａ社に継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主及び複数の元従業員の陳述から判断して、申立人が申立期間

も同社に継続して勤務していたことが推認できる。 

また、オンライン記録を見ると、申立人を含む 29 人の元従業員について、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった平成６年３月 31日（現在は、

平成６年４月１日に訂正されている。）以後の同年５月９日に、一律に遡及し

て同年３月 31日を資格喪失日とする処理が行われた事跡が認められる。 

さらに、Ａ社の元事業主が、「申立期間当時は、Ａ社が経営難を理由に他事

業所へ営業権の譲渡を行った時期に当たる。」と陳述していることに加え、オ

ンライン記録からは、申立人を含む複数の元従業員について、申立期間の直前

の期間に係る標準報酬月額の遡及減額訂正処理が行われていることが確認で

きる（現在は、訂正済み。）ことから、申立期間当時、同社に厚生年金保険料

等の滞納があったことがうかがえる。 

なお、商業登記の記録によれば、申立人は、申立期間当時、Ａ社の役員では

なかったことが確認できる。 



加えて、上記遡及訂正処理前の状況から、申立期間において、Ａ社が適用事

業所としての要件を満たしていたと認められることから、当該適用事業所では

なくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年３月 31 日にＡ社

における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理

由はなく、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、

申立人の同社における資格喪失日は、同年４月１日であると認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成

６年２月のオンライン記録から、26万円とすることが妥当である。 



大阪厚生年金 事案 12773 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所(当時)に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額の記録を、53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から５年４月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額（オンライン記

録は、９万 8,000円）が、実際の給与支給額と比べて低すぎる。 

    申立期間に係る標準報酬月額を実際の給与支給額に応じた金額に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録を見ると、申立人に係る標準報酬月額は、平成５年３月 29

日付けで、３年４月１日に遡及して 53 万円から９万 8,000 円に減額訂正処理

されていることが確認できる。 

また、当該遡及減額訂正処理は、２回の定時決定（平成３年 10 月１日及び

４年 10 月１日）を超えて行われているほか、新たに平成３年４月１日の随時

改定が追加されているなど、不自然な処理が行われていることがうかがえる。 

さらに、Ａ社に係る滞納処分票によると、同社は事業不振のため、当時、多

額の社会保険料を滞納しており、納付計画をめぐって社会保険事務所と交渉を

重ねていたことが確認できる。 

加えて、オンライン記録によると、申立人に係る上記標準報酬月額の減額訂

正処理日の翌日である平成５年３月 30 日付けで、Ａ社の取締役及び従業員合

わせて 12 人に係る標準報酬月額が遡及して９万 8,000 円に減額訂正されてい

ることが確認できる。 

なお、Ａ社に係る商業登記簿を見ると、申立人は昭和 63年４月 11日から平

成６年 12 月７日までの期間において、同社取締役に就任していたことが確認

できるが、申立人は、「Ａ社では、Ｂ業務に従事する担当取締役であったが、



財務及び社会保険事務は他の役員が担当していたので、私は全く関与しておら

ず、また、関与できる立場でもなかった。」旨陳述しているところ、複数の同

僚からは、「申立人は、Ｂ業務を担当する取締役であったので、給与計算及び

社会保険事務には関与していなかった。」旨の符合する陳述が得られた。また、

上記滞納処分票を見ても、同社側の交渉担当者として申立人の氏名は見当たら

ない。 

これらを総合的に判断すると、平成５年３月 29 日付けで行われた遡及訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について、３年４月１日に遡っ

て標準報酬月額の減額訂正処理を行う合理的な理由があったとは認められな

いことから、当該減額訂正処理に係る有効な記録の訂正があったとは認められ

ず、申立期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た 53万円に訂正することが必要である。 



大阪厚生年金 事案 12774 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 18年９月１日から 19年９月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における

標準報酬月額に係る記録を、18 年９月から 19 年８月までは 22 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 18 年 12 月 15 日及び 19 年７月 20 日に係る標

準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、当該期

間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社における標準

賞与額に係る記録を、18年 12 月 15日は 10 万 2,000円、19年７月 20日は 13

万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年９月１日から 19年９月１日まで 

             ② 平成 18年 12 月 15日 

             ③ 平成 19年７月 20日 

年金事務所において厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、Ａ社

に係る標準報酬月額の記録が給与支給額より低く記録されている。 

私が所持している給与明細書では、給与支給額及び保険料控除額が確認で

きるので、申立期間①の標準報酬月額の記録を訂正してほしい（申立期間①）。 

また、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間②及び③に支給された標準賞



与額の記録が無く、同社は、事後に年金事務所に届出を行い記録は訂正され

たが、厚生年金保険料は時効により納付できなかったため、申立期間の記録

は年金給付に反映されないものとなっている。私が所持する給与明細書によ

ると、当該期間の賞与から保険料が控除されているので、年金給付に反映さ

れるよう標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人提出の給与明細書及びＡ社提出の賃金台帳によ

り、申立人は、その主張する標準報酬月額（22 万円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は、過失により 12 万 6,000 円の標準報酬月額に相当する報酬月額の

届出を行い、申立人主張の標準報酬月額に基づく保険料を納付していない旨を

認めていることから、社会保険事務所(当時)は、申立人が主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②及び③について、申立人提出の給与明細書及びＡ社提出の賃金台

帳により、申立人は、平成 18 年 12 月 15 日及び 19 年７月 20 日に支給された

賞与において、その主張する標準賞与額（平成 18年 12月 15日は 10万 2,000

円、19 年７月 20 日は 13 万 5,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後（平成 23

年２月４日）に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを認めて

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る平成 18年 12月 15日及び 19

年７月 20 日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。



大阪厚生年金 事案 12775 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 29 年７月１日から同年 10 月 19 日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年７月１

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 30 年 11月 20日から 31年１月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を 30

年 11月 20日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 4,000円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 29年７月１日から同年 10月 19日まで 

           ② 昭和 30年 11月 20日から 31年１月 1日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社又はＢ社で

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いことが分かった。 

Ａ社又はＢ社には、昭和 25 年頃から勤務し、途中で辞めた時期もあった

が、申立期間については給与明細書があり、厚生年金保険料が控除されてい

たことが確認できるので、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人から提出された給与明細書から判断して、

申立人が申立期間もＡ社で勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額か

ら、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、当該事業所は既に閉鎖している上、事業主も死亡しており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②については、申立人から提出された給与明細書から判断して、

申立人が申立期間にＢ社で勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額か

ら、１万 4,000円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 30 年 11 月 20 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっているところ、Ｂ社は、31 年１月１日に

適用事業所となっており、申立期間は両社共に適用事業所ではない。 

しかし、商業登記の記録によると、Ｂ社は昭和 30 年５月＊日に設立され

ていることが確認できる。また、オンライン記録によると、同社が適用事業

所となった 31年１月１日に同社で被保険者資格を取得している 14人のうち

11 人（申立人を含む。）は、Ａ社が適用事業所ではなくなった 30 年 11 月

20日まで同社で被保険者となっていたことが確認できることから、Ｂ社は、

申立期間においても当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満

たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立期間において適用事業所としての要件を満たしながら、社会保

険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められる上、事業主が保管す

る「厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」におけ

る申立人の資格取得日は、オンライン記録どおりの昭和 31 年１月１日とな

っていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る 30 年 11 月及び同年 12 月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 12776 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 12 年３月１日から 13 年 10 月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を 26万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成 18 年４月１日から同年 10 月 16 日までの期間

について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を 36万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人の平成 18 年４月から同年９月までの期間に係る上記

訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明

らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年３月１日から 18年 10月 16日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が９万 8,000円と記録され、

当時の給与額に比べて著しく低額となっているので、標準報酬月額を実際の

給与額に見合った額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成 12 年３月１日から 13 年 10 月１日までの期間につ

いては、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、当初、26 万

円と記録されていたところ、同年３月 12日付けで、12年３月１日に遡及し

て９万 8,000円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人以外に、被保険者３人の標準報酬

月額も、申立人と同日付けで平成 12年３月１日又は同年 10月１日に遡及し

て９万 8,000円に引き下げられている。 



さらに、Ａ社に係る滞納処分票を見ると、同社は平成 11年 12月分から社

会保険料を滞納し始め、12 年４月から複数回にわたり当時の事業主が社会

保険事務所と保険料納付について協議していることが確認できる。 

加えて、商業登記の記録によると、申立人は、平成 12年４月７日から 17

年１月 21 日までＡ社の取締役となっているが、同社の事業主及び複数の元

従業員は、「申立人はＢ業務を担当していたので、経理及び社会保険の届出

事務には関与していなかったと思う。」旨陳述している上、前述の滞納処分

票にも申立人に係る記載は無く、申立人が、当該遡及減額訂正処理が行われ

た当時に、同社の社会保険事務に関与していたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

これらを総合的に判断すると、平成 13年３月 12日付けで行われた遡及減

額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、12 年３月１日に遡って標準

報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは認められないことか

ら、当該減額処理に係る有効な記録の訂正があったとは認められない。した

がって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た 26万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間のうち、平成 13 年 10 月１日から 18 年 10 月 16 日までの期間に

ついては、前述の遡及減額訂正処理日（平成 13年３月 12日）以降の定時決

定において、申立人の標準報酬月額が９万 8,000円と記録されているところ、

当該処理については、前述の遡及減額訂正処理との直接的な関係をうかがわ

せる事情は見当たらず、社会保険事務所の処理に特段の不自然さは見受けら

れない。 

また、申立人は、当該期間についても、標準報酬月額の相違について申し

立てているところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、当該期間のうち、平成 18 年４月１日から同年 10 月 16 日ま

での期間の標準報酬月額については、申立人に係る平成 19 年度市民税・県

民税回答書に記載されている給与支給額及び社会保険料控除額並びに申立

人提出の平成 18年６月及び同年 10月の給与明細書から判断して、同年４月

から同年９月までを 36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社の事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業



主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

一方、当該期間のうち、平成 13 年 10 月１日から 18 年４月１日までの期

間については、申立人に係る平成 13年度から 18年度までの市民税・県民税

課税台帳及び 19 年度市民税・県民税回答書を見ると、申立人の給与支給額

はオンライン記録の標準報酬月額を上回っているものの、社会保険料控除額

は、オンライン記録に基づき算定した保険料額とおおむね一致していること

が確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 12777 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 50 年２月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50年２月 16日から同年３月１日まで 

私は、昭和 34年にＡ社に入社し、平成 12年に退社するまで継続して同社

で勤務したが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間は、出向先のＢ社からＡ社に戻った時期であり、継続して被保険

者であったので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社提出の人事記録から判断すると、申立人が申立

期間も同社で継続して勤務し（昭和 50年２月 16日にＢ社からＡ社Ｃ営業所に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 50

年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、11 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は届出に誤りがあったとしている上、事業主が保管する「厚生年金保険被保

険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」における申立人の資格取得日は、

オンライン記録どおりの昭和 50 年３月１日となっていることから、事業主が

同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る

申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12778 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

昭和 55 年１月から同年９月までは 26 万円、同年 10 月から 56 年３月までは

22万円、同年４月から 57 年 11月までは 30 万円、同年 12月から 59年６月ま

では 34 万円、同年 11 月から 60 年６月までは 38 万円、61 年１月から同年３

月までは 41 万円、同年４月から同年６月までは 44 万円、62 年５月から同年

９月までは 47万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年１月１日から 62年 10月１日まで 

「ねんきん定期便」により、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の標準

報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料額に基づく標準報酬月額

よりも低く記録されていることが分かった。 

給料支払明細書を提出するので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給料支払明細

書で確認できる保険料控除額から、申立期間のうち、昭和 55 年１月、同年２

月、同年４月、同年５月、同年７月及び同年９月は 26 万円、同年 10 月から



56年３月までは 22万円、同年４月から 57年 11月までは 30万円、同年 12月

から 58 年９月までの期間、同年 11 月から 59 年２月までの期間及び同年４月

から同年６月までの期間は 34 万円、同年 11 月から 60 年６月までは 38 万円、

61 年１月及び同年３月は 41 万円、同年４月から同年６月までは 44 万円、62

年５月から同年７月までは 47万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 55年３月、同年６月、同年８月、58年 10月、

59年３月、61年２月、62年８月及び同年９月に係る申立人の標準報酬月額に

ついては、申立人は給料支払明細書を所持していないものの、前後の期間の給

料支払明細書の報酬月額及び保険料控除額が同額であり、当該期間についても

前後の期間と同額の保険料が控除されていたと推認されることから、55 年３

月、同年６月及び同年８月は 26 万円、58 年 10 月及び 59 年３月は 34 万円、

61 年２月は 41 万円、62 年８月及び同年９月は 47 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、上記給料支払明

細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録における標準報酬月額が長期にわたり一致していないことか

ら、当該期間について、事業主は給料支払明細書で確認できる報酬月額又は保

険料控除額に見合う標準報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間のうち、昭和 59 年７月から同年 10 月までの期間、60 年７

月から同年 12 月までの期間及び 61 年７月から 62 年４月までの期間について

は、申立人提出の給料支払明細書で確認できる保険料控除額に基づく標準報酬

月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致するか又は同記録より低額であ

ることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わ

ない。



大阪厚生年金 事案 12779 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格喪失日に係

る記録を昭和 46 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月 31日から同年２月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、

同社Ｂ営業所から同社Ｃ営業所に異動した時期であり、同社に継続して勤務

していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主及び複数の同僚の陳述から判断すると、申立人が申立期間もＡ社に継

続して勤務し（昭和 46 年２月１日にＡ社Ｂ営業所から同社Ｃ営業所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所における

昭和 45年 12月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 2,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る保険料を社会保険事務所に対して納付したと思

われるとしているものの、事業主が資格喪失日を昭和 46 年２月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年１月 31 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12780 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を、平成 13 年３月から同年６月までは 41 万円、同年７月から 14 年

７月までは 32 万円、同年８月から 15 年８月までは 36 万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年４月 12日から９年３月１日まで 

         ② 平成 13年３月１日から 15年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤

務していた期間のうち、申立期間①の記録が無く、また、申立期間②の標準

報酬月額が、実際の報酬月額と比較して大幅に相違していることが分かった。

同社に勤務していた期間は、毎月 30 万円以上の給与支給があり、給与から

厚生年金保険料が控除されていた記憶があるので、申立期間①については厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 
また、申立期間②については、実際の給与支給額に相当する標準報酬月額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、当初、平成 13年３月から同年６月までは 41万円、同年７月か

ら 14年７月までは 32万円、同年８月から 15 年８月までは 36万円と記録され

ていたところ、同年４月 11日付けで、13年３月１日に遡って９万 8,000円に

減額訂正処理されていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、事業主についても、申立人に係る遡及減額

訂正日と同日の平成 15 年４月 11 日付けで、13 年２月１日に遡って標準報酬

月額が減額訂正処理されていることが確認できる。 

さらに、平成 11年度から 17年度までの滞納処分票によると、Ａ社は、平成



12 年１月以降の保険料を滞納している上、遡及減額訂正処理について、社会

保険事務所の関与がうかがえる記載が有るとともに、同社の代表者と社会保険

事務所の担当者が繰り返し協議を重ねていたことが確認できるものの、申立人

が対応していた事跡は見当たらない。 

加えて、Ａ社に係る商業登記の記録から、申立人は、取締役であったことが

確認できるものの、遡及減額訂正時の役員欄に申立人の氏名は見当たらない上、

申立人は、「私はＢ業務担当の従業員であり、取締役登記されていることは知

らなかった。社会保険事務を担当したことはないし、標準報酬月額を減額する

ことについて知らされていなかった。」としているところ、事業主は、「申立人

は、一般の従業員として勤務していた。」と陳述している。 

これらを総合的に判断すると、平成 15年４月 11日付けで行われた遡及減額

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について 13 年３月１日に

遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由はなく、申立期間において

標準報酬月額に係る有効な記録の訂正があったとは認められないことから、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た標準報酬月額の記録から、同年３月から同年６月までは 41 万円、

同年７月から 14年７月までは 32万円、同年８月から 15年８月までは 36万円

に訂正することが必要であると認められる。 

申立期間①について、雇用保険の加入記録によると、申立人は、申立期間に

Ａ社で勤務していたことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは平成９年３月１日であり、申立人は同日に被保険者資格を取得している

ところ、同日より前の申立期間は適用事業所ではなかったことが確認できる。 
また、Ａ社の事業主は、「当社が厚生年金保険の適用事業所になるまでは、

従業員を厚生年金保険に加入させていなかったし、給与から厚生年金保険料も

控除していない。」旨陳述している。 
さらに、オンライン記録によると、申立人が申立期間に勤務していたと記憶

する者４人のうち、事業主を含む２人は、Ａ社が適用事業所となった平成９年

３月１日に被保険者資格を取得しているものの、申立期間は厚生年金保険の被

保険者記録が無いとともに国民年金に加入しており、そのうちの１人は、国民

年金保険料は免除となっていることが確認できる上、別の２人は同社において

厚生年金保険の被保険者記録は見当たらず、事業主を除く３人は、所在が確認

できず、事情照会を行えない。 

加えて、オンライン記録によると、申立人は、申立期間は国民年金に加入し、

平成８年４月から９年２月までは、国民年金保険料は免除となっているととも

に、当該手続の申請日は８年４月 22日であることが確認できる。 

また、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索

を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはできな



かった。 
このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12781 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 14 年６月か

ら同年９月までは 30 万円、15 年７月及び同年８月は 56 万円、16 年２月から

同年４月までは 50 万円、同年５月から 18 年６月までは 62 万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 14年６月１日から同年 10月１日まで 

             ② 平成 15年７月１日から同年９月１日まで 

             ③ 平成 16年２月１日から 18年７月１日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社に勤務して

いた申立期間の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた厚生年金保

険料額に見合う標準報酬月額よりも低額になっている。 

給与明細書を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人提出

の当該期間に係る給与明細書において確認できる保険料控除額及び報酬月額

から、平成 14 年６月から同年９月までは 30 万円、15 年７月及び同年８月は

56 万円、16 年２月から同年４月までは 50 万円、同年５月から 18 年６月まで



は 62万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明である旨の回答しているものの、給与明細書において確認で

きる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額とオンライン記録にお

ける標準報酬月額が申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業

主は、記録どおりの標準報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け、その結果、

社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 12782 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 15 年６月及

び同年７月は 34 万円、16 年２月から同年４月までは 30 万円、同年５月及び

同年６月は 34万円、同年７月から 17年６月までは 36万円、同年７月から 18

年６月までは 44万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月１日から同年８月１日まで 

             ② 平成 16年２月１日から 18年７月１日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社に勤務して

いた申立期間の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた厚生年金保

険料額に見合う標準報酬月額よりも低額になっている。 

給与明細書を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人提出

の当該期間に係る給与明細書において確認できる保険料控除額及び報酬月額

から、平成 15 年６月及び同年７月は 34 万円、16 年２月から同年４月までは

30 万円、同年５月及び同年６月は 34 万円、同年７月から 17 年６月までは 36

万円、同年７月から 18年６月までは 44万円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明である旨の回答しているものの、給与明細書において確認で

きる保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額とオンライン記録にお

ける標準報酬月額が申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業

主は、記録どおりの標準報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け、その結果、

社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 12783 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、昭和 54 年１月は

11万円、同年２月から同年９月までは 22 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月４日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ｂ社Ｃ支社（現

在は、Ａ社）に勤務した申立期間の標準報酬月額が、実際に支給を受けてい

た給与額に見合う標準報酬月額と相違していた。申立期間に係る給与の支給

明細書を提出するので、申立期間について正しい標準報酬月額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人から

提出のあった給与支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額及び

報酬月額から、昭和 54 年１月は 11 万円、同年２月から同年９月までは 22 万

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は申立期間当時の資料は保存期限が経過しているため不明である

としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと



から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 12784 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額の記録を、平成７年 12月から８年６月までは 47万円、同年７

月から同年 11月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12月１日から８年 12月 31日まで 

    Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録のうち、申立期間の標準報酬月

額が大幅に減額されている。申立期間における給与は、47万円から 70万円

へ上がっていたはずであり、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、

当初、平成７年 12 月から８年６月までは 47 万円、同年７月から同年 11 月ま

では、当時の最高等級である 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が適用事

業所ではなくなった日（平成８年 12 月 31 日。以下「全喪日」という。）の後

の９年２月 25 日付けで、７年 12 月１日に遡って、20 万円に減額訂正されて

いることが確認できる。 

また、Ａ社における被保険者のうち、申立人以外の３人についても、申立人

と同様に、平成９年２月 25日付けで、７年 12月１日に遡って標準報酬月額が

減額訂正されている上、このほかに同日付けで、８年１月１日に遡って減額訂

正されている者が２人、同年３月 15 日に遡って減額訂正されている者が１人

確認できる。 

さらに、Ａ社の全喪日まで被保険者記録の有る同僚８人に事情照会し、３人

から回答を得られたところ、当該同僚は、いずれも、「Ａ社は、不渡りを出し

倒産した。」旨回答していることから、申立期間当時、同社は、厚生年金保険

料等についても滞納していたことがうかがえる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿によると、申立期間当時、申立人は、同社の監



査役又は取締役であったことが確認できるものの、申立人は、「私は、Ａ社の

取締役として、社会保険事務を含めた仕事を担当していたが、平成８年 12 月

頃に同社を退職した。従業員の標準報酬月額を引き下げた記憶はなく、事業主

から標準報酬月額を引き下げることについて話を聞いた記憶もない。」旨陳述

しており、複数の同僚も、「申立人は、平成８年 12月頃には退職していたと思

う。」旨陳述しているなど、遡及減額訂正処理が行われた平成９年２月 25日時

点において、申立人が同社の取締役として社会保険事務に関与していたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、平成９年２月 25 日付けで行われた遡及減額

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、また、社会保険事務所が行った当

該遡及減額訂正処理に合理的な理由はなく、有効な記録の訂正があったとは認

められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、７年 12 月から

８年６月までは 47 万円、同年７月から同年 11 月までは 59 万円に訂正するこ

とが必要である。 



大阪厚生年金 事案 12785 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 45年３月 23日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得し、47 年 12 月 16 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に

おける厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 45 年３月から同年９月ま

では３万 6,000円、同年 10月から 46年７月までは４万 5,000円、同年８月か

ら 47年７月までは５万 2,000円、同年８月から同年 11月までは６万 4,000円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月 23日から 47 年 12月 16日まで 

    年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務した期間が厚生年金保険の未加入

期間となっているが、同社では正社員として勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたはずなので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社提出の申立人に係る雇傭契約書及び退職願等から、申立人は、昭和 45

年３月 23日にＡ社に入社し、47年 12月 15 日に同社を退職したことが確認で

きる。 

また、申立人提出の厚生年金基金加入員証及び企業年金連合会老齢年金証書

並びに企業年金連合会提出の厚生年金基金加入員台帳等から、申立人のＣ厚生

年金基金における資格取得日は昭和 45 年３月 23 日、資格喪失日は 47 年 12

月 16日であることが確認できる。 

さらに、Ｂ社提出の厚生年金保険台帳を見ると、申立人について、資格取得

日欄には「45.３.23」、備考欄には「47.12.15退」と記載されており、それら

の日付は、前述の申立人のＡ社に係る入退社日及びＣ厚生年金基金に係る資格



の得喪日と符合する上、Ｂ社Ｄ営業所の総務人事担当者は、「申立期間当時か

ら、厚生年金基金が代行返上した平成 16 年まで、従業員は必ず入社と同時に

厚生年金保険、厚生年金基金、健康保険組合及び雇用保険の４つにセットで加

入していた。」旨陳述しており、社会保険事務所及び厚生年金基金への届出書

が複写式ではなかったとする事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45年３月 23日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、47 年 12 月 16 日に資格を喪失した旨の

届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、企業年金連合会が保管する申立

人に係る厚生年金基金加入員台帳から、昭和 45 年３月から同年９月までは３

万 6,000 円、同年 10 月から 46 年７月までは４万 5,000 円、同年８月から 47

年７月までは５万 2,000 円、同年８月から同年 11 月までは６万 4,000 円とす

ることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 12786 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 29日から同年４月１日まで 

年金事務所の記録では、昭和 55年３月 29日から同年４月１日までの期間

が厚生年金保険の未加入期間となっている。 

しかし、私は昭和 46 年４月にＣ社に入社し、現在まで同社のグループ会

社に継続して勤務しており、申立期間はグループ内のＡ社からＢ社に転勤し

ただけであるため、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社提出の申立人に係る在籍証明書及び経歴書等から判断すると、申立人は、

申立期間についてＡ社及びＢ社に継続して勤務し（昭和 55 年４月１日にＡ社

からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 55

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、18 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｃ社は、当時の資料等が廃棄済みであり確認できない旨回答しているもの

の、厚生年金保険の加入記録におけるＡ社での資格喪失日が雇用保険の加入記

録における資格喪失日の翌日となっており、社会保険事務所及び公共職業安定



所の双方が誤って同じ資格喪失日と記録したとは考え難いことから、事業主が

昭和 55 年３月 29 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12787 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 20 年６月 26 日は 10 万円、

同年 12月 26日は 18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 20年６月 26日 

             ② 平成 20年 12月 26日  

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①及び②に係る

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 20 年６月 26 日は 10 万円、同年

12月 26日は 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 20年６月 26日及び同年 12 月 26日の標準

賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人

に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 20年 12月 26日は 24万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間に係る賞与が支

給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 20年 12 月 26日は 24万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 20 年 12 月 26 日の標準賞与額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 15年６月 26日は 12万 8,000

円、同年 12 月 26日は 19 万 3,000円、16年６月 25日は 12万 8,000円、同年

12 月 24 日は 19 万 3,000 円、17 年 12 月 26日は 19 万 5,000 円、18 年６月 26

日は 13万円、同年 12月 26日は 19万 5,000 円、19年６月 26日は 13 万 2,000

円、同年 12 月 26日は 19 万 8,000円、20年６月 26日は 13万 2,000円、同年

12月 26日は 19 万 8,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月 26日 

             ② 平成 15年 12月 26日 

             ③ 平成 16年６月 25日 

             ④ 平成 16年 12月 24日 

             ⑤ 平成 17年 12月 26日 

             ⑥ 平成 18年６月 26日 

             ⑦ 平成 18年 12月 26日 

             ⑧ 平成 19年６月 26日 

             ⑨ 平成 19年 12月 26日 

             ⑩ 平成 20年６月 26日 

             ⑪ 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準



賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①、②、③、④、

⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪に係る賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 15年６月 26日は 12万 8,000円、

同年 12 月 26 日は 19 万 3,000 円、16 年６月 25 日は 12 万 8,000 円、同年 12

月 24 日は 19 万 3,000 円、17 年 12 月 26 日は 19 万 5,000 円、18 年６月 26 日

は 13 万円、同年 12 月 26 日は 19 万 5,000 円、19 年６月 26 日は 13 万 2,000

円、同年 12 月 26日は 19 万 8,000円、20年６月 26日は 13万 2,000円、同年

12月 26日は 19 万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15 年６月 26 日、同年 12 月 26 日、16 年

６月 25 日、同年 12 月 24 日、17 年 12 月 26 日、18 年６月 26 日、同年 12 月

26日、19年６月 26日、同年 12 月 26日、20 年６月 26日及び同年 12月 26日

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 15 年６月 26 日は 40 万円、

同年 12月 26日は 50万円、16年６月 25日は 40万円、同年 12月 24日及び 17

年 12 月 26 日は 50 万円、18 年６月 26 日は 40 万円、同年 12 月 26 日は 50 万

円、19 年６月 26 日は 40 万円、同年 12 月 26 日は 50 万円、20 年６月 26 日は

40万円、同年 12 月 26日は 50万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月 26日 

             ② 平成 15年 12月 26日 

             ③ 平成 16年６月 25日 

             ④ 平成 16年 12月 24日 

             ⑤ 平成 17年 12月 26日 

             ⑥ 平成 18年６月 26日 

             ⑦ 平成 18年 12月 26日 

             ⑧ 平成 19年６月 26日 

             ⑨ 平成 19年 12月 26日 

             ⑩ 平成 20年６月 26日 

             ⑪ 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①、②、③、④、

⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪に係る賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 15 年６月 26 日は 40 万円、同年

12 月 26 日は 50 万円、16 年６月 25 日は 40 万円、同年 12 月 24 日及び 17 年

12 月 26 日は 50 万円、18 年６月 26 日は 40万円、同年 12 月 26 日は 50 万円、

19年６月 26日は 40万円、同年 12 月 26日は 50万円、20年６月 26日は 40万

円、同年 12月 26日は 50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15 年６月 26 日、同年 12 月 26 日、16 年

６月 25 日、同年 12 月 24 日、17 年 12 月 26 日、18 年６月 26 日、同年 12 月

26日、19年６月 26日、同年 12 月 26日、20 年６月 26日及び同年 12月 26日

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12791 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 15年６月 26日は 49万 4,000

円、同年 12 月 26 日は 64 万円、16 年６月 25 日は 49 万 4,000 円、同年 12 月

24 日及び 17 年 12 月 26 日は 64 万円、18 年６月 26 日は 49 万 4,000 円、同年

12 月 26 日は 41 万 2,000 円、19 年６月 26 日は 49 万 4,000 円、同年 12 月 26

日は 64 万円、20 年６月 26 日は 49 万 4,000 円、同年 12 月 26 日は 64 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月 26日 

             ② 平成 15年 12月 26日 

             ③ 平成 16年６月 25日 

             ④ 平成 16年 12月 24日 

             ⑤ 平成 17年 12月 26日 

             ⑥ 平成 18年６月 26日 

             ⑦ 平成 18年 12月 26日 

             ⑧ 平成 19年６月 26日 

             ⑨ 平成 19年 12月 26日 

             ⑩ 平成 20年６月 26日 

             ⑪ 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準



賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①、②、③、④、

⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪に係る賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 15年６月 26日は 49万 4,000円、

同年 12月 26日は 64万円、16年６月 25日は 49万 4,000円、同年 12月 24日

及び 17年 12月 26日は 64万円、18年６月 26日は 49 万 4,000円、同年 12月

26 日は 41 万 2,000 円、19 年６月 26 日は 49 万 4,000 円、同年 12 月 26 日は

64万円、20年６月 26日は 49万 4,000円、同年 12月 26日は 64万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15 年６月 26 日、同年 12 月 26 日、16 年

６月 25 日、同年 12 月 24 日、17 年 12 月 26 日、18 年６月 26 日、同年 12 月

26日、19年６月 26日、同年 12 月 26日、20 年６月 26日及び同年 12月 26日

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 20年６月 26日は５万円、同

年 12月 26日は 19万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 20年６月 26日 

             ② 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①及び②に係る

賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 20 年６月 26 日は５万円、同年

12月 26日は 19 万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 20年６月 26日及び同年 12 月 26日の標準

賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人

に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12793 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 15年６月 26日は 62万 1,000

円、同年 12 月 26日は 74万 1,000円、16年６月 25日は 62万 1,000円、同年

12月 24日及び 17年 12月 26日は 74万 1,000円、18年６月 26日は 62万 1,000

円、同年 12 月 26日は 74万 1,000円、19年６月 26日は 62万 1,000円、同年

12 月 26 日は 74 万 1,000 円、20 年６月 26 日は 62 万 1,000 円、同年 12 月 26

日は 74万 1,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月 26日 

             ② 平成 15年 12月 26日 

             ③ 平成 16年６月 25日 

             ④ 平成 16年 12月 24日 

             ⑤ 平成 17年 12月 26日 

             ⑥ 平成 18年６月 26日 

             ⑦ 平成 18年 12月 26日 

             ⑧ 平成 19年６月 26日 

             ⑨ 平成 19年 12月 26日 

             ⑩ 平成 20年６月 26日 

             ⑪ 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準



賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①、②、③、④、

⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪に係る賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 15年６月 26日は 62万 1,000円、

同年 12 月 26 日は 74 万 1,000 円、16 年６月 25 日は 62 万 1,000 円、同年 12

月 24 日及び 17 年 12 月 26 日は 74 万 1,000円、18 年６月 26 日は 62 万 1,000

円、同年 12 月 26日は 74 万 1,000円、19年６月 26日は 62万 1,000円、同年

12 月 26 日は 74 万 1,000 円、20 年６月 26 日は 62 万 1,000 円、同年 12 月 26

日は 74万 1,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 15 年６月 26 日、同年 12 月 26 日、16 年

６月 25 日、同年 12 月 24 日、17 年 12 月 26 日、18 年６月 26 日、同年 12 月

26日、19年６月 26日、同年 12 月 26日、20 年６月 26日及び同年 12月 26日

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12794 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 19 年 12 月 26 日は５万円、

20年６月 26日は 13万円、同年 12月 26日は 19万 5,000円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19年 12月 26日 

             ② 平成 20年６月 26日 

             ③ 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①、②及び③に

係る賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 19年 12 月 26日は５万円、20年

６月 26 日は 13 万円、同年 12 月 26 日は 19 万 5,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 19 年 12 月 26 日、20 年６月 26 日及び同

年 12月 26日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。



大阪厚生年金 事案 12795 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 19年 12月 26日、20年６月

26日及び同年 12 月 26日は 18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19年 12月 26日 

             ② 平成 20年６月 26日 

             ③ 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①、②及び③に

係る賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 19 年 12 月 26 日、20 年６月 26

日及び同年 12月 26日は 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 19 年 12 月 26 日、20 年６月 26 日及び同

年 12月 26日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。



大阪厚生年金 事案 12796 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を、平成 19 年６月 26 日は 10 万円、

同年 12 月 26 日は 25 万 2,000 円、20 年６月 26 日は 16 万 8,000 円、同年 12

月 26日は 25万 9,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19年６月 26日 

             ② 平成 19年 12月 26日 

             ③ 平成 20年６月 26日 

             ④ 平成 20年 12月 26日 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、申立

期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無いので、当該期間の標準

賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賃金台帳から、申立人は、同事業所から申立期間①、②、③及び

④に係る賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳において確

認できる賞与額及び保険料控除額から、平成 19 年６月 26 日は 10 万円、同年

12 月 26 日は 25 万 2,000 円、20 年６月 26 日は 16 万 8,000 円、同年 12 月 26

日は 25万 9,000円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険事

務所（当時）は、申立人に係る平成 19 年６月 26 日、同年 12 月 26 日、20 年

６月 26 日及び同年 12 月 26 日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12797 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 43 年 12 月 21 日に厚生年金保険被保険者資格を取

得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったことが認められるこ

とから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年 12 月から 44 年５月

までは３万 3,000 円、同年６月から同年９月までは３万 9,000 円、同年 10 月

及び同年 11月は４万 2,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 12 月 21 日から 44 年 12 月 21 日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間が厚生

年金保険の未加入期間となっている。 

しかし、私は当時、Ａ社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所に転勤しただけなので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人提出のＥ企業年金基金発行の年金給付裁定通知

書及び同僚の陳述等から判断すると、申立人は申立期間を含めてＡ社に継続し

て勤務（昭和 43 年 12 月 21 日にＡ社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所に異動）して

いたことが認められる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人につ

いて、資格取得日（昭和 44 年 12 月 21 日）より早い時期に標準報酬月額が改

定（昭和 44年６月及び同年 10月）されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社提出のＥ厚生年金基金の印が押された健康保険厚生年金保険被

保険者報酬月額算定基礎届決定通知書における申立人の昭和 44年 10月の標準

報酬月額は、前述の被保険者名簿の記録と一致していることが確認できる。こ

れらの記録を前提とすると、申立人が同年 12 月 21日に厚生年金保険被保険者

の資格を取得する旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 



これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 43 年 12 月 21 日に

厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対して行

ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における前述の被

保険者名簿の記録から、昭和 43 年 12 月から 44 年５月までは３万 3,000 円、

同年６月から同年９月までは３万 9,000 円、同年 10 月及び同年 11 月は４万

2,000円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 12798 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 15年１月から 21年６月までは 38万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 10月 29日から 21 年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況等について照会したところ、申立期

間の標準報酬月額が実際の報酬額よりも低く記録されている旨の回答をも

らった。 

しかし、私がＡ社に勤務していた期間の標準報酬月額は、給与明細書から

も分かるとおり、32万円ではなく 38万円であったはずであるから、申立期

間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 15年１月１日から 21年７月１日までの

期間に係る標準報酬月額については、Ｂ市提出の申立人に係る平成 16 年度市

民税・県民税（所得・課税）証明書から確認できる給与収入及び社会保険料控

除額並びに申立人及びＡ社の代理人弁護士提出の給与明細書から確認できる

報酬月額並びに保険料控除額から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



は、事業主は不明としているものの、給与明細書等において確認できる保険料

控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録における標準報酬月額が長期

にわたり一致していないことから、事業主は、保険料控除額に見合う報酬月額

を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 14 年 10 月 29日から 15年１月１日までの期間

について、Ｂ市提出の平成 15 年度市民税・県民税（所得・課税）証明書及び

申立期間前に申立人が勤務していた事業所提出の賃金台帳から確認できる社

会保険料控除額から判断すると、当該期間の保険料控除額に基づく標準報酬月

額は、オンライン記録の標準報酬月額を下回っていることが確認できる。 

また、Ａ社は、「現在、破産手続中であり、関連資料は廃棄済みである。」旨

回答している上、同社が破産手続を依頼しているとする前述の代理人弁護士に

も照会したが、申立人に係る当該期間の給与明細書等は保管されていなかった

ため、当該期間における厚生年金保険料控除の状況を確認することができない。 

このほか、申立人が、平成 14 年 10 月 29日から 15年１月１日までの期間に

おいて、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を、事業主によ

り給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち、平成 14 年 10 月 29 日から 15 年１月１日までの期間について、

申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12799 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、

平成 11年 10月から 13年２月までは 36万円、同年３月から 15年 12月までは

41万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 10月１日から 16 年２月 19日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社での勤務期間のうち申立期間の標準報酬月額

が、実際の給与支給額より低く記録されている。 

申立期間の給料支給明細を提出するので、申立期間の標準報酬月額の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給料支給明細

において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、申立期間のうち、平成

11 年 10 月から 13 年２月までは 36 万円、同年３月から 15 年 12 月までは 41

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は平成 16年２月 19日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立



期間当時の事業主から回答が得られなかったものの、給料支給明細において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録

における標準報酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、給

料支給明細において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額

を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成16年１月については、Ａ社の保険料控除方法は

翌月控除であると認められるところ、申立人提出の同年２月支給の給料支給明

細において報酬月額及び保険料控除額が記載されていないことから、当該期間

は特例法による保険給付の対象には当たらないため、あっせんは行わない。



大阪厚生年金 事案 12800 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成４年 11 月か

ら５年９月までは 17万円、同年 10月から６年９月までは 20万円、13年３月

から 14年 10月までは 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年 11月１日から６年 10月１日まで 

             ② 平成 13年３月１日から 14年 11月１日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社での勤務期間のうち申立期間に係る標準報酬

月額が、実際の給与支給額より低く記録されている。 

申立期間の給料支給明細を提出するので、申立期間の標準報酬月額の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給料支給明細

において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、平成４年 11 月から５年

９月までは 17 万円、同年 10 月から６年９月までは 20 万円 13 年３月から 14

年 10月までは 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、平成 16年２月 19日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申



立期間当時の事業主から回答が得られなかったものの、給料支給明細において

確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録における標準報酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、

給料支給明細において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月

額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 12801 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、

平成 13 年３月及び同年４月は 20 万円、同年５月は 22 万円、同年６月は 20

万円、同年７月から 14 年１月までは 22 万円、同年２月から同年 11 月までは

20万円、同年 12月は 22万円、15年１月から同年７月までは 20万円、同年８

月から同年 12月までは 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年３月１日から 16年２月 19日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社での勤務期間のうち申立期間に係る標準報酬

月額が、実際の給与支給額より低く記録されている。 

申立期間の給料支給明細を提出するので、申立期間の標準報酬月額の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給料支給明細

において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、申立期間のうち、平成

13 年３月及び同年４月は 20 万円、同年５月は 22 万円、同年６月は 20 万円、

同年７月から14年１月までは22万円、同年２月から同年11月までは20万円、



同年 12月は 22万円、15年１月から同年７月までは 20万円、同年８月から同

年 12月までは 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、平成 16年２月 19日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申

立期間当時の事業主から回答が得られなかったものの、給料支給明細において

確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録における標準報酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、

給料支給明細において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月

額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成16年１月については、Ａ社の保険料控除方法は

翌月控除であると認められるところ、申立人提出の同年２月支給の給料支給明

細において報酬月額及び保険料控除額が記載されていないことから、当該期間

は特例法による保険給付の対象には当たらないため、あっせんは行わない。



大阪厚生年金 事案 12802 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 32年４月１日から同年 11月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記

録を同年４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年３月から同年８月まで 

             ② 昭和 31年８月から 32年 11月１日まで 

             ③ 昭和 33年２月から 34年２月まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ｃ社又はＤ社に

勤務した申立期間①、Ａ社に勤務した申立期間②、及びＥ社（現在は、Ｆ社）

に勤務した申立期間③の加入記録が無いとの回答を受けた。当該３事業所に

は、Ｇ業務従事者として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、Ｂ社の事業主の陳述から、申立人は、昭和 32 年４月

１日から同年 10月 31日までの期間において、Ａ社に勤務していたことが認め

られる。 

また、事業所名簿の記録から、Ａ社は、昭和 32 年４月１日にＨ社から名称

変更していることが確認できるところ、前述の事業主は、「私は、昭和 32年４

月１日にＨ社の事業を承継し、事業所の名称をＡ社に変更して事業主となった。

私が事業主となってからは、申立人の給与から厚生年金保険料を控除していた

はずである。最近、申立期間当時の元従業員と話をした際、当該元従業員は、

同事業所での厚生年金保険に加入しており、当該記録に間違いはないと言って



いたので、申立人が厚生年金保険に加入していなかったとは考え難い。」旨陳

述している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、前述の元従業

員は、申立期間を含めて同事業所での被保険者記録が確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、昭和

32年４月１日から同年 11月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同年代の元従業員の標

準報酬月額の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したと主張しているものの、Ａ社に係る前述の被保険者名簿には、申

立期間における健康保険整理番号に欠番が見当たらない上、仮に、事業主から

申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、その後、被保険者報

酬月額算定基礎届及び被保険者資格喪失届も提出する機会があったこととな

るが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しな

いとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届

出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 32 年

４月から同年 10 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②のうち、昭和 31年８月から 32年４月１日までの期間につ

いては、前述の事業主の陳述から、勤務の開始時期は特定できないものの、申

立人は、Ａ社に名称変更前のＨ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、当該事業主は、「Ｈ社での申立人の厚生年金保険の加入状況及び保

険料の控除の状況は分からない。」旨陳述している上、Ｈ社の事業主は所在不

明であるため、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除

の状況等について確認できない。 

また、Ｈ社及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期

間に被保険者記録が確認できる元従業員のうち、所在が判明した４人に照会し

たものの、その全員が「申立人のことを覚えていない。」旨回答している。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、当該申立期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確

認できない。 

申立期間①について、申立人は、「申立期間に勤務したＣ社又はＤ社は、Ｉ

市に所在する事業所であった。」旨陳述しているところ、Ｊ組織が保管するＫ

業種事業所一覧を見ると、当該住所地に所在するＤ社（昭和 27年６月 26日開

設、60年５月 30日廃止）という事業所が確認できることから、勤務時期及び

勤務期間は特定できないものの、申立人は、同事業所に勤務していたことが推

認できる。 



しかし、Ｄ社の元事業主の子は、「事業主であった父は、既に死亡している

上、事業を廃業してから約 30 年近くになるため、申立期間当時の事情は不明

である。」旨回答している。 

また、申立人は、申立期間において一緒に勤務したとする同僚の名字しか記

憶しておらず、これらの者を特定できないため、申立期間における申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料の控除の状況等について確認することができない。 

さらに、年金事務所において、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となった記

録は無い。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立期間①における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認

できない。 

申立期間③について、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名

が確認できる同僚の陳述等から、期間は特定できないものの、申立人は、申立

期間の一部において同事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｅ社に係る前述の被保険者名簿によると、同事業所は、昭和 34 年

６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間において適用事

業所ではない。 

また、Ｅ社に係る前述の被保険者名簿から、同事業所が適用事業所となった

昭和 34 年６月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる前述の同

僚は、「私は、昭和 30 年頃からＥ社に勤務していたが、健康保険被保険者証

の交付を受けた時期は 34 年６月頃だったと思う。」旨陳述している上、前述

の被保険者名簿から、同年６月１日に被保険者資格を取得していることが確認

できる別の同僚は、「昭和 34 年４月に入社した時点のＥ社は個人事業所であ

り、入社後に、事業主から、『株式会社になるので、厚生年金保険に加入する。』

という説明があり、同年７月頃に健康保険被保険者証を受領したと思う。」旨

陳述している。 

さらに、前述の二人は、「Ｅ社での厚生年金保険被保険者資格を取得する以

前の給与から、保険料が控除されていたかどうかは分からない。」旨陳述して

いる。 

加えて、Ｆ社の事業主は、「申立期間当時の賃金台帳等の資料は残存してい

ない上、当時の事業主であった祖父は、既に死亡しており、祖父の死亡後に事

業主となった父も、当時のことは覚えていないとしているため、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除の状況等は不明である。」旨陳述している。 

また、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索

を行ったが、申立期間③における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認で

きない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②のうち、昭和 31年８月から 32年４月

１日までの期間及び申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与か



ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②のうち、昭和 31 年８

月から 32 年４月１日までの期間及び申立期間③に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12803 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額は、３万円であると認められること

から、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間の標準報酬月額に係る

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月１日から 40 年 10月１日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、昭和

38年１月から 40年９月までの標準報酬月額が２万 2,000円となっていたが、

「厚生年金加入記録のお知らせ」による照会に対する私の回答結果等に基づ

き、当該期間の標準報酬月額は、38 年１月から 39 年５月までは２万 6,000

円に、同年６月から同年９月までは３万 3,000 円に、申立期間の同年 10 月

から 40年９月までは２万円に訂正された。 

しかし、申立期間の標準報酬月額が２万円であることには納得できないの

で、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する申立人の昭和 39 年６月から同年９月までの標準報酬月額に

係る健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書を見ると、「従前の標

準報酬月額」欄に「26千円」と記載されていることが確認でき、当該金額は、

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において確認できる申立人の

同年５月の標準報酬月額と一致しているところ、Ｂ社が保管する申立期間直後

の 40年 10月１日の定時決定における健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬

決定通知書の申立人に係る「従前の標準報酬月額」欄には、「30 千円」と記

載されていることが確認できる。 

また、前述の標準報酬改定通知書により確認できる申立人の昭和 39 年５月

の報酬月額及び基本日給額に基づき、同年 10 月１日の標準報酬月額の定時決

定において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額が社会保険事務所（当時）

の記録どおりの２万円となるための同年６月及び同年７月の勤務日数を計算



すると、申立人の当該２か月間の通算勤務日数は、当該期間の報酬月額に残業

代は含まれないとした場合の最多日数であっても約36.５日にしかならないと

ころ、Ａ社に係る前述の被保険者名簿から、申立期間に被保険者記録が確認で

きる同僚は、「申立人に何か問題があれば、覚えているはずであるが、申立人

が申立期間当時に長期欠勤したような記憶はない。」旨陳述している。 

さらに、日本年金機構Ｃ事務センターは、「当該事情等から判断すると、Ａ

社に係る当該被保険者名簿において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の

３万円を２万円と記載誤りしたと思料
しりょう

する。」旨回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は、３万円であると認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 12804～12822 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、平成 17 年７月８日に支給された賞与において、その主張する標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における申立期間の標準賞与額に係る

記録を≪標準賞与額≫（別添一覧表①参照）に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表①参照 

       生 年 月 日 ：     

    住    所 ：  

                               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月８日 

平成 17 年７月８日に支給された標準賞与額の記録が、実際に支給された

賞与額より低額となっている。 

Ａ社保管の賞与支給一覧表によると、賞与額に見合った厚生年金保険料が

控除されているので、申立期間に係る標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社保管の賞与支給控除一覧表により、申立人は、平成 17 年７月８日に支

給された賞与において、≪標準賞与額≫（別添一覧表①参照）の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る「健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届」において、

実際の賞与支給額よりも低く賞与額の届け出を行い、納付義務を履行していな

いことを認めていることから、社会保険事務所(当時)は、申立人に係る平成

17 年７月８日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る当該保険料（訂正前の標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 





大阪厚生年金 事案 12823～12832 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、《申立期間》（別添一覧表②参照）は《標準賞

与額》（別添一覧表②参照）に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：   別添一覧表②参照 

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 別添一覧表②参照 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社で支給された申立期間の賞与の記録が

無いが、事業主が申立期間の賞与に係る厚生年金保険料を控除したことが確

認できる賞与明細一覧表を提出するので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細一覧表により、申立人は、申立期間に支給され

た賞与から、事業主により厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細一覧表の保険料控除額か

ら、《申立期間》（別添一覧表②参照）は《標準賞与額》（別添一覧表②参照）

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出し

ておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、

申立人に係る《申立期間》（別添一覧表②参照）の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 





大阪国民年金 事案 6127 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 12 月から 44 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月から 44年２月まで 

私は、結婚直後の昭和 50 年 11月頃に、Ａ市役所の窓口で国民年金の加入

手続を行い、その際、過去において国民年金保険料を納付していない期間を

調べてもらって、その全ての期間の保険料を遡って納付した。 

しかし、申立期間は未加入期間とされており納得できない。調査の上、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚直後の昭和 50年 11月頃に、Ａ市役所で国民年金の加入手続

を行い、その際、過去において国民年金保険料を納付していない期間を調べて

もらい、その全ての期間の保険料を遡って納付したことから、申立期間につい

ても保険料を納付したはずであると主張しているが、申立人が加入手続を行っ

た際に発行を受けたとする年金手帳及び申立人に係る特殊台帳によると、申立

人は、直前の厚生年金保険被保険者の資格喪失日の翌日である 45 年８月２日

を資格取得日として、国民年金に強制加入した旨記載されていることから、こ

れ以前の申立期間は国民年金の被保険者期間として取り扱われておらず、特例

納付に係る納付書が発行されたものとは考え難い。 

また、申立人は、国民年金保険料を遡って納付した際に、職員から領収証書

を年金手帳に貼っておくように言われたので、受け取った３枚の領収証書を同

手帳に貼付したとし、これとは別に領収証書を受け取った覚えはないとしてい

るところ、申立人が所持する３枚の領収証書を見ると、昭和 50 年４月から同

年 12月までの保険料を同年 11月 22日に現年度納付した領収証書、48年１月

から 50 年３月までの保険料を同年 11月 25日に過年度納付した領収証書及び

資格取得月である 45年８月から 47年 12月までの保険料を 50年 11月 25日に



特例納付した領収証書であることが確認でき、申立期間に該当する領収証書は

確認できず、これらの状況は特殊台帳の納付記録とも符合している。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6128 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から 57 年３月までの期間及び同年５月から 58 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月から 57年３月まで 

② 昭和 57年５月から 58年３月まで  

私は、母から、昭和 52 年１月頃、Ａ市役所の国民年金の女性集金人が自

宅に来て、「息子さんは、国民年金に加入してください。」と言われ、母は、

「息子は学生なので、収入が無い。」と言ったが、「国民年金の加入、納付は

義務化されました。」と言われたので、私の国民年金の加入手続を行ったと

聞いている。 

また、母は、銀行で国民年金保険料を納付した記憶はなく、自宅に来てい

た女性集金人に父と私の二人分の保険料を毎月納付して、その都度、年金手

帳に検認印を押してもらったと言っている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が学生であった昭和 52 年１月頃に、その母親が国民年金

の加入手続を行ったと申し立てている。 

しかし、Ａ市の国民年金被保険者名簿を見ると、資格取得日の原因等の欄に

「58．３．15」の印が確認できる上、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、

申立人の国民年金手帳記号番号は、その後の昭和 58 年４月１日に払い出され

ていることが確認できることから、申立人は同年３月ないし同年４月頃に国民

年金の加入手続を行ったものと考えられ、申立内容とは符合しない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳

記号番号の払出しについて、申立人の当時の住所地における国民年金手帳記号

番号払出簿の昭和52年１月から58年３月までの期間に対する縦覧調査を行い、



オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより各種の

氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、その母親が申立人及びその父親の二人分の申立期間①及

び②の国民年金保険料を集金人に毎月納付し、年金手帳に検認印をもらってい

たと申し立てているが、Ａ市で年金手帳への印紙検認による保険料の収納が行

われていたのは、昭和 50 年３月までであり、また、毎月ごとの収納となった

のは 57年４月以降であることから、申立期間①及び②の保険料を毎月納付し、

その都度、年金手帳に検認印を押してもらっていたとする申立内容は、当時の

保険料の収納状況と符合しない。 

加えて、申立期間②の国民年金保険料については、昭和 58 年３月の加入手

続時点で現年度納付することが可能であるが、申立人の父親は同年４月に保険

料の納付を終えていることから、申立期間②のうち、同年３月を除き申立人及

びその父親の二人分の保険料を毎月集金人に納付することはできず、申立内容

と符合しない。 

また、前述の加入手続時点で、申立期間①のうち、昭和 52 年１月から 55

年 12 月までの国民年金保険料は、制度上、時効により納付することはできな

い。 

さらに、この加入手続時点で、申立期間①のうち、昭和 56 年１月から 57

年３月までの期間及び申立期間②の国民年金保険料を過年度納付することが

可能であり、Ａ市の被保険者名簿を見ると、申立期間①及び②に挟まれた同年

４月の１か月の保険料が、58 年６月６日に過年度納付されていることが確認

できる。しかし、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付

に直接関与していない上、当時、保険料を納付していたとする申立人の母親に

聞き取り調査を行い、申立期間を除き当該１か月分の過年度保険料を納付する

こととなった経緯、申立期間を過年度納付するための納付書の入手方法、納付

時期、納付金額及び納付回数等について、当該過年度納付を行ったとする事情

を酌み取ろうとしたが新たな周辺事情を見いだすことはできなかった。 

加えて、申立期間は２つの期間で合計 74 か月に及んでおり、複数回にこれ

ほど長期間にわたって国民年金保険料の収納及び記録管理における事務的過

誤が繰り返されたとも考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年８月から 62年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 62年３月まで 

私は、会社を退職し自営業を始めた昭和 54 年８月頃に、Ａ市役所で国民

年金の再加入手続を行い、55 年６月のＢ市（現在は、Ｃ市）への転居手続

も行った。 

その後、平成 21 年１月に厚生年金保険に加入するまでの国民年金保険料

は、妻が送付されてきた納付書を使用して金融機関で継続して納付していた。

この間には保険料が未納であると催告されたことはない。 

申立期間の国民年金保険料が、納付済みとなっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年８月頃に国民年金の再加入手続を行い、申立期間の国

民年金保険料は申立人の妻が納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿及び特殊台帳を見ると、

昭和 51 年７月 17 日に国民年金被保険者資格を喪失した記録が確認できるが、

54 年８月の厚生年金保険被保険者資格の喪失時に、国民年金に再加入して資

格を取得した記録は見当たらない上、住所についても申立期間中の 55 年６月

にＢ市に住所変更した記録は無く、50 年の加入手続時の住所記録のまま変更

されていない。 

また、申立人が昭和 55 年６月に転居したＢ市の申立人に係る国民年金被保

険者名簿を見ると、同名簿が 62年７月 14日に最初に作成されたとする記載が

確認できる上、同名簿は、「被保険者種別欄」に「１号・３号」の種別を記入

する様式であり、昭和 61 年度の国民年金制度の改正以降に作成された名簿で

あることが確認できることから、申立人の再加入手続はこの頃に行われたもの

と推定できる。さらに、申立人に係る同名簿には資格取得年月日が昭和 54 年



８月１日と記載されているが、上記のことからこの再加入手続時点で、厚生年

金保険被保険者資格を喪失した時点まで遡った日が、国民年金の資格取得日と

して記載されたとみられ、申立期間は、再加入手続前の未加入期間であったこ

とから国民年金保険料の納付はできない上、同名簿作成時点で申立期間のうち、

同年８月から 60 年３月までの保険料は、制度上、時効により納付できず、過

年度納付が可能な同年４月から 62 年３月までの保険料も、過年度納付された

記録は確認できない。 

加えて、申立人が昭和 54 年８月の厚生年金保険被保険者資格の喪失時に国

民年金に再加入した場合、申立人の妻の国民年金の資格は任意加入から強制加

入に種別変更されるが、妻に係るＡ市及びＣ市の国民年金被保険者名簿等並び

にオンライン記録を見てもその事跡は確認できない。 

また、申立人は、国民年金保険料の納付はその妻が行っていたと陳述してお

り、保険料の納付については直接関与しておらず、申立人の妻は、転居前のＡ

市在住期間の申立人の保険料納付の状況は記憶していない。また、申立人の妻

は、納付した保険料は申立人の保険料の一人分であったとし、妻自身の保険料

については、「私の母親が納付したと思う。母親から納付について具体的な話

は聞いたことはない。自宅に送付されてきた自身に係る納入通知書を見た記憶

もない。」と陳述しており、申立人の妻の陳述からは、申立人に係る申立期間

の保険料が納付されていたことをうかがうことはできない。 

このほか、申立期間は 92 か月と長期間であり、申立人の国民年金保険料の

収納に係る事務に連続して過誤が生じたとは考え難い上、申立期間の保険料を

納付することが可能な別の国民年金手帳記号番号の払出しについて、オンライ

ン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより各種の氏名検索

を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6130 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年２月から９年３月までの国民年金保険料については、免除

されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年２月から９年３月まで 

平成８年４月１日に、私の夫がＡ市役所の職員に電話をし、申立期間のう

ち、同年２月及び同年３月の国民年金保険料の免除の相談をした。 

その後の平成８年４月末日に夫がＡ市役所に行き、私の申立期間の国民年

金保険料の免除手続を行ったと夫から聞いている。 

申立期間が免除の記録になっていないことは納得できない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その夫が平成８年４月末日

にＡ市役所で免除申請の手続を行ったと申し立てている。しかし、申立期間当

時の免除期間は、制度上、申請月の前月以降となることから同年４月末時点で

は、申立期間のうち、同年２月の保険料の免除申請をすることはできない。 

また、申立期間を含む昭和 60 年度以降の免除申請手続については、申請受

付後の事務処理を機械化により行っており、オンライン記録に申請日、免除対

象期間及び承認日等が登録されることとなっている。しかし、申立人に係るオ

ンライン記録を見ると、申立期間前の平成５年１月から同年３月までの期間、

同年４月から６年３月までの期間及び申立期間直後の９年４月から同年 11 月

までの期間の免除申請手続については、これらの記録が確認できるが、申立期

間については確認できず、オンライン記録に登録されないまま申立期間の免除

申請の承認が行われたとは考え難い。 

さらに、申立人に係るオンライン記録を見ると、平成９年９月９日に申立期

間の未納保険料について、過年度納付書が発行されていることが確認できると

ころ、当時、免除申請の承認及び過年度保険料の納付催告の両手続は、社会保

険事務所（当時）で行われていたが、申立内容によると、申立人の住所地を管



轄していた社会保険事務所が、申立人に対し、申立期間について免除申請の承

認を行いながら、当該期間の過年度保険料の納付催告を行ったこととなり、申

立内容の不自然さは否めない。 

加えて、申立人は、国民年金の免除手続に直接関与していない上、申立人及

びその夫から聞き取り調査を行い、申立期間の国民年金保険料の免除を行った

とする事情を酌み取ろうしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなか

った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 6131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年４月から 63年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 63年８月まで 

私は、昭和 56 年又は 57 年頃に、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、

同時に何年分かの国民年金保険料を遡って納付し、申立期間を含むその後の

保険料については、毎月集金人に納付した。集金人が来たときに納付を待っ

てもらったこともなかった。 

平成 19 年頃、私が市役所で納付記録を調べてもらったところ、市役所か

らは国民年金被保険者名簿に、「昭和 63年９月 16日 本人より TELあり 厚

年４年有り」とのメモ書きが残されており、昭和 63 年９月から国民年金保

険料の納付が再開されていると説明された。しかし、最初の加入手続のとき

には、それまでの厚生年金保険の加入状況について聞かれたことから、「こ

れまで何社か勤務していたので、少々有る。」と答えた記憶があるものの、

同年頃に市役所に国民年金のことで電話したことも、まして過去の厚生年金

保険の加入期間について答えたこともなく、このようなメモ書きが同被保険

者名簿に記載されていること自体不自然であり、そこに何か作為があったの

ではないかと疑う。さらに、約６年に及ぶ期間が未納であるならば、同被保

険者名簿に、例えば、「督促するも支払なし。」といった記載がある方が自然

である。 

領収証書等の証拠書類は無く、青色申告をしていたので税務署に問い合わ

せても、保管期限７年が過ぎているので確定申告書は処分しているとのこと

だが、申立期間の国民年金保険料は間違いなく納付したので、調査の上、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付していたとしているが、



Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、集金区欄に郵送された納付書で被保険

者自身が金融機関等で保険料を納付する「本人払い」の記載が、また、その下

段には「63.９.16 変更」の記載が確認できることから、集金人による納付に

変更される昭和 63年９月までの申立期間については、保険料の納付方法は「本

人払い」として取り扱われていたものと推認でき、申立内容と一致しない。 

また、Ａ市の国民年金被保険者名簿には、「昭和 63 年９月 16 日 本人より

TELあり 厚年４年有り」とのメモ書きが確認でき、申立人はこの頃に同市に

電話連絡した覚えがないことなどから、当該記載自体に何らかの作為があるの

ではないかとしているが、申立人については、昭和 63 年９月の時点において

も約４年間の厚生年金保険の加入期間が認められ、そのほか特に不自然な記載

状況はうかがえない。さらに、申立人に係る特殊台帳によると、昭和 57 年度

欄に「58催」の印字、58年度欄に「59催」の印字が確認できる上、オンライ

ン記録によると、社会保険事務所（当時）により平成２年９月 10 日に過年度

納付書が作成された記録が確認できることから、申立期間に関して社会保険事

務所から過年度納付の催告が行われていたことがうかがえる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

そのほか、申立期間は 77 か月に及び、これほどの連続した月数について、

行政機関において継続的に事務的過誤があったものとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6132 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から同年７月まで 

最初に勤めた会社の上司から、会社を辞めた後は必ず国民年金の手続をす

るよう言われていたので、私は平成４年４月の退社後にＡ市役所で国民年金

の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金の月額保険料及び保険料納付の詳細については忘れ

てしまったが、申立期間の国民年金保険料については、その次の会社に入社

する平成４年８月までの間に、当時のＢ銀行(現在は、Ｃ銀行)Ｄ支店で納め

たような気がする。 

申立期間の国民年金保険料を納めたのは間違いないので、調査の上、年金

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、最初に勤めた会社を退職した後、国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を納付したとしているが、オンライン記録によると、

申立人に係る第３号被保険者資格の取得の事務処理日は、平成９年５月７日と

されていることが確認でき、申立人に係る加入手続はこの頃に行われたものと

推認され、この時点において申立期間は時効により保険料を納付することはで

きない期間である。 

また、平成９年１月の基礎年金番号制度導入前に当たる申立期間の国民年金

保険料を現年度納付するためには、申立期間当時に申立人に対して国民年金手

帳記号番号が払い出されている必要がある。このため、手帳記号番号の払出し

についてオンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地に

おける国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認したが、申立人に対して

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 



さらに、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に係る申

立人の記憶は曖昧であり､加入手続及び保険料納付の状況が不明である上、申

立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、確定申告書

控え等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6133 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年１月から同年３月までの付加保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から同年３月まで 

昭和 51年８月頃、将来の安心のために国民年金の任意加入手続を行い、

その時から付加保険料の納付も始めた。 

任意加入してから第３号被保険者となるまでの申立期間を含む期間は、付

加保険料を含む国民年金保険料を納付書によりＡ銀行(現在は、Ｂ銀行)Ｃ支

店でほぼ３か月ごとに納付し、領収証書も受け取った。 

申立期間についての付加保険料のみが未納とされているが、間違いなく納

付したので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に任意加入してから第３号被保険者となるまでの申立期

間を含む期間について、付加保険料を含む国民年金保険料を納付書により、ほ

ぼ３か月ごとに納付したと主張しているが、申立人に係る特殊台帳によると、

昭和 56 年度の欄に｢57 催｣と印字されており、同年度の保険料について 57 年

度に催告がなされたものと考えられる上、申立期間の定額保険料が昭和 57 年

10 月に過年度納付された旨記載されていることが確認できる。このことは、

現年度保険料の収納状況を記録しているＡ市の国民年金保険料収納・収滞納一

覧表において、申立期間が定額保険料を含めて未納と記録されていることとも

符合しており、申立期間の定額保険料は過年度納付されたものと推認できる。

制度上、定額保険料については過年度納付することができるが､付加保険料に

ついては過年度納付できないので、申立人が申立期間の定額保険料を過年度納

付した同年 10 月の時点において、定額保険料のみが納付されたと考えるのが

自然である。 

また、申立人が申立期間に係る付加保険料を定額保険料と併せて現年度納付

したことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間

の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の付加保険料

を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年 10 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 53 年３月まで 

私は、国民年金に加入するのが義務だと思っており、年金手帳にも資格取

得日が昭和 48 年＊月＊日と記載されているので、その頃にＡ市役所で国民

年金の加入手続を行ったと思う。国民年金保険料は、私が結婚する 57 年３

月まで自宅へ別の用件で来る金融機関職員に、母が自身と私の分を納付書に

現金を添えて一緒に納付していた。母が不在の時に何度か私が納付したこと

もあったが、保険料額など覚えていない。 

しかし、申立期間が未納とされており納得できない。調査して納付記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、資格取得の要件を満たした頃に国民年金の加入手続を行い、そ

れ以降、申立期間について、申立人の母親が自身と申立人の国民年金保険料を

納付していたとしているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人及

びその母親の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年２月３日に連番で払い出さ

れていることから、申立人及びその母親の加入手続はこの頃行われたと推認さ

れ、申立内容と一致しない上、申立人が加入手続を行ったと推認される時点で

は、申立期間の大半は時効により納付できない期間であり、その母親も同年１

月 18 日付けで、国民年金の任意加入被保険者資格を取得していることから、

遡って保険料を納付できない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付について

記憶が曖昧であり、主に保険料を納付したとする申立人の母親も既に他界して

いるために、保険料納付の状況は不明である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金



手帳記号番号の払出しについて、各種の氏名検索を行ったほか、申立期間につ

いて国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認したが、申立人に対して別

の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 6135 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年７月から 62 年２月までの期間、平成２年９月及び同年

10 月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年７月から 62年２月まで  

       ② 平成２年９月及び同年 10月 

私の国民年金の加入手続は、昭和 57年７月に私が当時勤めていた職場の

事業主が行ってくれたと思う。 

国民年金保険料は、元妻と同居してからは、元妻が二人分を最寄りの銀

行で欠かさず納付してくれていたはずである。加入手続及び保険料の納付は

元妻に全て任せていたので、詳細については分からないが、申立期間の保険

料は間違いなく納付しているはずなので、申立期間が未納期間とされている

ことには納得できない。調査の上、私の国民年金の納付記録を訂正してほし

い。 

   

第３ 委員会の判断の理由              

申立人は、国民年金の加入手続について、当初その元妻が行ってくれていた

としていたところ、元妻は申立人の当時の職場の事業主が加入手続を行ってく

れたと陳述したため、申立内容を変更するなど記憶が曖昧である上、申立人の

加入手続をしたとする当時の事業主について、申立人はその所在が分からない

としているために事情を聞くことができないことから、加入手続の状況は不明

である。 

また、申立人は、その元妻が国民年金保険料を納付したとしているが、元妻

と同居するより前の期間の納付方法も覚えておらず、その元妻は夫婦二人分の

保険料を納付したとしているものの、申立期間①当時は国民年金に未加入であ

る。 

さらに、申立期間②について、夫婦二人分の国民年金保険料を納付したとす



る申立人の元妻も未納である上、当該期間の直前に当たる平成２年８月の保険

料について、申立人及びその元妻の４年３月の保険料が厚生年金被保険者期間

の納付であったため、還付・充当されていることが確認でき、充当されるまで

は未納となっていたと推認できるが、申立人の元妻は還付・充当されたことは

覚えていないとしており、元妻からは申立期間②を納付していたことをうかが

わせる陳述は得られなかった。 

加えて、Ａ市の国民年金被保険者名簿により、申立人が国民年金に加入の届

出を平成元年２月 16 日に行った事跡が確認でき、申立内容と符合しない上、

当該時点では申立期間①は、大半が時効により国民年金保険料を納付できない

期間となる。 

このほか、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付することが可能な別

の国民年金手帳記号番号の払出しについて、各種の氏名検索を行ったほか、当

時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿を全て確認したが、申立人に

対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たら

なかった上、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。   

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 6136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年７月から２年８月までの期間及び同年 11 月の国民年金保

 険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 平成元年７月から２年８月まで 

                   ② 平成２年 11月 

私は平成元年７月に退職後、国民年金に加入していなかったが、３年９月

に結婚した後の同年 12月に母が加入手続を行ってくれた。 

国民年金保険料の納付について母から聞いていなかったが、平成５年１月

頃、母から「国民年金に未加入だった期間の保険料で納められるところは納

めたが、納められていない期間がある。その期間の保険料は 13 万円ないし

14 万円なので、自身で納めるように。」と連絡があり、保険料代として 15

万円ほどが封書で送られてきた。そこで、Ａ市役所Ｂ出張所の窓口で一括納

付した。 

 その時点で私は全ての国民年金保険料を納付したはずなのに、申立期間が

未納期間とされており納得できない。調査の上、私の国民年金の納付記録を

訂正してほしい。       

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成５年１月頃に、申立期間の国民年金保険料を、Ａ市役所Ｂ

出張所で一括納付したとしているが、当該時点において申立期間①及び②は既

に時効により、制度上、納付できない期間となる。 

また、Ａ市によると、申立期間当時、同市役所出張所の窓口において国民

年金保険料の収納は行っておらず、申立内容とは符合しない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6137 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 13年２月から 15年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年２月から 15年５月まで 

平成９年３月 20日に会社を退職した約４年後の 13年頃に、母親が、Ａ市

Ｂ区役所に行き、私の国民年金への加入手続を行い、その後の国民年金保

険料を納付してくれていたはずである。 

私自身は、国民年金保険料の納付に全く関与していないので、母親が、ど

のように保険料を納付してくれていたのかよく分からない。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされているので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成９年３月 20 日に会社を退職し、その約４年後の 13 年頃に、

その母親が、Ａ市Ｂ区役所で申立人の国民年金の加入手続を行ったと主張して

いる。 

しかし、オンライン記録を見ると、平成 11年３月から 12年３月までの期間

について、11年４月 30日付けで、申立人に係る国民年金保険料の免除申請が

行われ、その処理が同年９月６日に行われていることが確認でき、この頃には

既に申立人に係る国民年金の加入手続が行われていたものと考えられ、申立て

の加入時期とは符合しない。 

また、申立期間直前の平成 12 年 11 月から 13 年１月までの国民年金保険料

については、時効到来直前の 14 年 12 月 30日及び 15 年２月 28 日に、過年度

納付していることがオンライン記録で確認できるものの、申立人自身は、国民

年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に関与しておらず、また、申立人

の保険料納付を担っていたとするその母親も、申立人に係る国民年金の加入手

続及び保険料納付等に係る具体的なことは覚えていないと陳述していること

から、申立期間に係る保険料の納付状況が不明である。 



さらに、オンライン記録を見ると、平成 17年２月 10日に、過去の未納期間

に対する国民年金保険料の納付書が作成されたことが確認でき、当該納付書作

成時点からみて、少なくとも時効が到来していない 15 年１月以降について、

未納期間として取り扱われていた期間があったものと考えられる。 

加えて、申立期間は、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入された後の期

間であり、基礎年金番号に基づき国民年金保険料の収納事務の電算化が図られ

ていた状況下において、当時の保険料の収納事務が適切に行われていなかった

可能性は低いものと考えられる。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の基礎年金

番号について、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったが、申立人に別

の基礎年金番号が付番されたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立期間

の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見い

だすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年２月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年２月から 63年３月まで 

私は外国籍なので、20 歳の時は国民年金に加入することはできなかった

が、昭和 58年２月頃に外国人登録の件で市役所に出向いた際に、担当者か

ら外国人も国民年金に加入できるようになったことを聞いたので、市役所

で手続を行ったように思う。 

申立期間の国民年金保険料については、毎月、私自身が市役所に出向き、

4,000円ないし 6,000円程度を納付していたはずである。 

申立期間が納付済期間となっていないのは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録を見ると、申立人は、厚生年金保険被保険者資格を喪失した

平成８年９月１日付けで、初めて国民年金被保険者資格の取得が記録されてい

ることから、申立期間は国民年金の未加入期間となり、制度上、国民年金保険

料を納付することはできない。 

また、オンライン記録を見ると、平成 17 年９月 14 日付けで、昭和 63 年４

月１日から平成３年４月１日までの期間及び同年同月同日から４年 12 月 30

日までの期間の厚生年金保険被保険者期間が、記録統合されていることが確認

できることから、この訂正処理より前においては、申立期間を含む昭和 57 年

１月から平成７年２月までの期間は、連続した国民年金の未加入期間であった

と考えられる。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記

号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、

当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、申

立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



加えて、申立期間は５年２か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国

民年金保険料の収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考

え難い。 

このほか、申立人から申立期間の国民年金保険料の納付をめぐる事情を酌み

取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12年４月から 13年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年４月から 13年３月まで 

平成 12 年３月に会社を退職した後、Ａ市役所へ行き、自身で国民年金へ

の切替手続をしたと思う。 

手続後、申立期間の国民年金保険料については、しばらく納付していなか

ったが、催告を受けたので、申立期間の最初の数か月分の保険料について

は、銀行の窓口で納付し、その後の保険料は口座振替にしたと記憶してい

る。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料のうち、最初の数か月分を銀行の窓

口で納付し、それ以降の保険料については口座振替により納付したとしている。 

しかし、オンライン記録を見ると、申立人に係る口座振替が開始されたの

は、申立期間の２年後である平成 15 年４月であることが確認でき、陳述の時

期とは符合しない。 

また、申立人が、口座振替をしたとするＢ銀行Ｃ支店における申立人名義

の「取引推移一覧表」を見ると、国民年金保険料の口座振替（口座からの保険

料の引き落とし）が開始されたのは、平成 15 年４月の保険料からであること

が確認でき、これはオンライン記録と符合するが、一方、申立期間に係る保険

料納付の事跡は認められない。 

さらに、申立人は、納付催告を受けたために申立期間の国民年金保険料の

うち、最初の数か月分を銀行窓口で納付し、それ以降の保険料については口座

振替により納付したとしているところ、オンライン記録を見ると、社会保険事

務所(当時)からの口座振替の開始通知書発行日は、平成 15年４月 28日である



とともに、同年４月の保険料を同年６月２日に口座振替により納付して以降、

16 年８月までの保険料については、全て口座振替により納付している一方、

それより前の 15 年１月から同年３月までの保険料については、16 年３月 29

日に過年度納付していることが確認でき、この時の納付の記憶と混同している

可能性も否定できない。 

加えて、申立期間は、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入された後の

期間であり、基礎年金番号に基づき国民年金保険料の収納事務等の電算化が図

られていた状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかった

可能性は低いものと考えられる。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の基礎年

金番号について、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったが、申立人に

別の基礎年金番号が付番されたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立人

が申立期間の保険料の納付を行ったとする事情を酌み取ろうとしたが、新たな

周辺事情等を見いだすことはできなかった。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年７月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から同年 12月まで 

申立期間の国民年金保険料は、母が納付したので詳細は不明であるが、

私が現在所持する申立期間を含む昭和 52 年 1 月から 53 年３月までの期間

の「納付書・領収証書」を見ると、納付期限は 55年 1月末日とされている

が、同年３月 17日にＡ銀行Ｂ支店で、当該期間の過年度保険料３万 600円

が領収されている。 

その後、手元の資料の中から、納付した当該保険料は期限後納付であっ

たことから納付期間の変更をしたとの通知書を発見した。 

確かに、納付期限は過ぎていたかもしれないが、銀行で当該保険料を受

領しているのだから、申立期間を納付済期間としてほしい。 

また、母は、当時、申立期間が未納であると把握していたならば、私の

ために別途納付していたはずである。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の所持する「納付書・領収証書」を見ると、申立期間を含む昭和

52 年１月から 53 年３月までの国民年金保険料が、納付期限後の 55 年３月

17 日に金融機関で受領されていることが確認できるが、この受領時点にお

いて当該保険料のうち、52 年１月から同年 12 月までの 12 か月分は、制度

上、既に時効の成立により収納できない期間の保険料となっていた。 

しかし、上記の受領当時は第３回特例納付実施期間中であったことから、

昭和 52 年１月から同年 12 月までの 12 か月の受領保険料は特例納付による

保険料として充当処理が行われたが、当初受領された過年度保険料は、同年

１月から 53年３月までは１か月当り 1,400 円、同年４月から同年 12月まで



は月額 2,200円であったのに対し、特例納付保険料は月額 4,000円であった

ことから、12 か月分の受領保険料２万 4,000 円は６か月分の特例納付保険

料として充当されることとなり、申立期間が未納となったことが、申立人に

係る特殊台帳の記録から確認できる。また、当該充当処理の結果については、

申立人の所持する「国民年金保険料の納付期間の変更通知」を見ると、保険

料の納付日から半月後の 55年３月 31日付けで、社会保険事務所(当時)から

申立人に通知されていることが確認でき、社会保険事務所におけるこれら一

連の処理に不自然さは見当たらない。 

２ 次に、申立人は、上記充当処理により申立期間の国民年金保険料が未納と

なったことをその母親が把握していた場合、必ず申立期間の保険料を追加

で納付したはずであると申し立てている。申立人の母親が上記充当処理後

に申立期間の保険料を納付するためには、既に時効が成立していることか

ら過年度納付は制度上できず、特例納付を行うことになるが、申立期間当

時は前述のとおり第３回特例納付実施期間中であり、社会保険事務所は、

60 歳まで未納無く保険料を納付しても受給権を確保できない者を対象に、

特例納付を勧奨していた。しかし、上記充当処理時点において、申立人が

60 歳まで保険料を納付した場合の納付済月数は 302 月となって、受給資格

が確保できる 300 月を満たしており、それ以前に加入していた厚生年金保

険の被保険者期間も合計すると 316 月となることから、申立人が年金受給

権の確保のために申立期間の保険料を特例納付する必要はなかったと考え

られる。また、申立人に係る特殊台帳及びＣ市の被保険者名簿を見ても、

申立期間の保険料が特例納付されたことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与してお

らず、納付を担っていた申立人の母親は既に死亡していることから、申立

期間の保険料納付等に係る具体的な事情は不明であり、申立人が申立期間

の保険料を納付したとする事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情を

見いだすことはできなかった。  

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年

金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号

番号払出検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

３ その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6141 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年３月から 60年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年３月から 60年６月まで 

私は、昭和 58年３月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続をした。 

その際、Ａ市の職員から「２年間、国民年金保険料を遡って、切りのよい

30 歳からの納付にした方がよい。」と勧められ、まず、２年分（昭和 56 年

３月から 58 年２月まで）の国民年金保険料を一回で納付した。納付した保

険料額は記憶していない。 

その後の期間の国民年金保険料は、私又は元妻がＡ市役所から毎月送付さ

れてくる納付書で、毎月、同市役所の窓口で納付していたが、加入して１年

半後ぐらいからは銀行で納付するようになった。 

申立期間の国民年金保険料が、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 61年６月 25日に払い出されていることが確認でき、前後の被保険者資格

の取得状況から、申立人の国民年金の加入手続は同年６月頃に行われたものと

推定できることから、58 年３月頃にＡ市役所で加入手続を行ったとする申立

内容と符合しない。 

また、加入手続時点において、申立期間のうち、昭和 56年３月から 59年３

月までの期間の国民年金保険料は、制度上、時効により納付することができな

い。 

さらに、申立人のオンライン記録を見ると、申立期間直後の昭和 60 年７月

から同年９月までの期間及び同年10月から61年３月までの期間の国民年金保

険料が、それぞれ時効にかからず納付が可能であった 62 年 10 月及び同年 12

月に過年度納付されているが、同年 10 月の納付時点で、申立期間の保険料は



時効により納付できない。 

加えて、申立人は、国民年金保険料のみで納付済月数が 300か月に満たない

と、年金の受給資格が確保できないものと申立当初は思っていた旨の陳述をし

ているが、申立人に係るＡ市の被保険者名簿の備考欄を見ると、「S61.６.９届 

新規取得（厚生年金離脱６ヶ月位）」と記載されていることから、同市は申立

人に厚生年金保険の被保険者期間があることを確認していた可能性がうかが

え、前述の２回の過年度納付をしたことで、申立人が 60 歳に到達する時点で

の厚生年金保険と国民年金の保険料納付済期間は合計で 308か月となり、年金

受給権は確保されている。以上を踏まえると、申立人が過年度納付したと陳述

する期間は、申立期間でなく前述の２回の過年度納付の期間であった可能性を

否定できない。 

また、申立人に係るＡ市の被保険者名簿及び申立人が昭和 61年 11月から居

住していたＢ市の国民年金保険料収滞納一覧表を見ると、Ａ市で収納された保

険料は同年４月の保険料のみで、それ以降の期間の現年度保険料は、Ｂ市で収

納されていることが確認でき、Ａ市役所の窓口で毎月納付していたとする陳述

と符合しない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出

簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年 12 月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月から 55年３月まで 

私は、昭和 45年１月頃、自身でＡ市役所に行き、国民年金に加入した。 

国民年金保険料は、１年分が一冊のつづりになった納付書が送られてき

たので、自身で市役所又は金融機関で納付した。保険料額は月額 500円ぐら

いで、年払いにすると 5,000円から 7,200円ぐらいまでだったと記憶してい

る。納付後、領収証書をもらっていたが、現在は昭和 55年４月から 56年３

月までの領収証書しか残っておらず、証拠書類として 53年分から 56年分ま

での確定申告書控えのコピーを添付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金への加入手続時期については、国民年金手帳記号番号が

連番で払い出されている申立人及びその弟に係るＡ市の国民年金被保険者名

簿を見ると、取得年月日の横に「55.５.20」の印が確認でき、昭和 55 年５月

頃に加入手続を行ったと推定できることから、45 年１月頃に加入手続を行っ

たとする申立内容と符合しない。 

また、当該加入手続時点において、申立期間のうち、昭和 44 年 12 月から

52年 12月までの国民年金保険料は、制度上、時効により現年度納付又は過年

度納付することはできない。 

さらに、当該加入手続時点において第３回特例納付実施期間中であったこ

とから、昭和 44 年 12月から 52 年 12月までの国民年金保険料を特例納付する

ことは可能であり、また、53年１月から 55 年３月までの保険料を過年度納付

することも可能であったが、申立人は、過去の未納保険料をまとめて遡って納

付したことは無いと陳述しており、申立人の特殊台帳を見ても、これらの期間



の保険料が納付されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、申立人が所持する昭和 53年分から 58 年分までの期間及び 60年分の

確定申告書控えを見ると、社会保険料控除欄に控除額が記載されており、申立

人は、この控除額に国民年金保険料及び国民健康保険料が含まれていると陳述

している。しかし、当該確定申告書控えにおいて、控除額の内訳が記載されて

いるのは申立期間後の 60 年分のみであり、申立期間における内訳は不明であ

る上、Ａ市ではこの確定申告書控えのみから、当時の国民健康保険料を算出す

ることはできないと回答していることから、控除額に国民年金保険料が含まれ

ていることを確認できないほか、申立人は、当該申立期間に係る年金手帳、国

民年金保険料の領収書及び帳簿について「捨てることはないので、どこかに保

管していると思う。」と陳述しているが、これらを探し出し、提供する等の協

力は得られず、現時点では、申立期間の国民年金保険料を納付した事情を酌み

取ることはできなかった。 

このほか、申立人に対しては、Ａ市において、昭和 42年７月に申立人の姉

と連番で国民年金手帳記号番号が職権で払い出されているが、その後、取り消

されていることが確認できる。当時申立人は 17歳であり、20歳に到達してい

なかったことから取り消されたと考えられる。また、申立人に係るＡ市の当該

手帳記号番号の国民年金被保険者名簿を見ても、国民年金保険料が収納された

事跡は見当たらない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12833（事案 3128、5107 及び 7921の再々々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年３月１日から 37年 12月１日まで 

             ② 昭和 37年 12月１日から 40年１月 15日まで 

    これまでの年金記録確認第三者委員会での３回の審議において主張して

きたが、脱退手当金は受領していない。 

脱退手当金が支給されたとされる昭和 40年３月 24日には、Ａ市を居住地

としていたが、当時、同居住地は新開地で、郵便物も届かない所であったの

で、支給決定通知書等を受領することが物理的に不可能であった。 

このままでは納得できないので、脱退手当金を受領したとするのであれば、

証拠を提示してほしい。証拠が無いのであれば、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、事業主（Ｂ社）（現在は、Ｃ社）による

脱退手当金の代理請求がなされた可能性が否定できないこと、及び申立人の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する表示が確

認できるほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りはなく、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和 40年３月 24日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さがうかがえないこと等から、

既に当委員会の決定に基づく平成 21年２月 27日付け、同年 12 月 18日付け及

び 22 年 10 月 22 日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

ところで、脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給され

たことになっているが申立人は脱退手当金を受け取っていないというもので

ある。脱退手当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされ



ているが、本事案では保存期間が経過してこれらの書面等は現存していない。

それゆえ、脱退手当金の支給を直接証明付けられる資料が無い下で、年金記録

の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な点がないか、脱退手当金を受け

取っていないことをうかがわせる事情がないかなど、いわゆる周辺の事情から

考慮して判断をしなければならない事案である。 

申立人は脱退手当金を受け取っていないとする具体的な理由として、「脱退

手当金が支給されたとされる昭和 40年３月 24日には、Ａ市を居住地としてい

たが、当時、同居住地は新開地で、郵便物も届かない所であったので、支給決

定通知書等を受領することが物理的に不可能であった。」と主張している。 

しかし、申立人の陳述及び申立人提出の資料によると、申立人は、Ｄ市に居

住するその両親と同居して（以下「旧住所」という。）、そこから勤務先のＢ社

本店に通勤していたところ、昭和 40年１月 15日に同社を退職し（Ｃ社提出の

人事記録によると、申立人の退職日は昭和 40 年１月 14 日）、同年２月＊日に

結婚式を挙げ（昭和 40年３月＊日婚姻）、夫と共にＡ市に転居した（以下「新

住所」という。）ことが認められるものの、同社及び社会保険事務所（当時）

が申立人の新住所を確知した形跡の無い本件では、脱退手当金の請求手続及び

送金手続は、その両親の居住地である旧住所を基本として行われたとみるのが

自然であり、一方で、当該脱退手当金が受領されずに社会保険事務所に返金さ

れた事情は見当たらない。 

本事案では、これまでの判断の理由のとおり、年金記録の真実性を疑わせる

ような記録内容の不自然な点及び脱退手当金を受け取っていないことをうか

がわせる周辺事情は見当たらず、今回、申立人が新たな事情として提出したＥ

社史のコピーは、申立人が支給決定時にはＡ市に居住していたことを裏付ける

補足資料ではあるものの、前述のとおり、脱退手当金の請求手続及び送金手続

は、その両親の居住地である旧住所を基本として行われたとみるのが自然であ

り、脱退手当金は、居住地に関係なく受領することは可能であったとする委員

会としての判断を、変更すべき新たな資料には当たらない。 

したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12834 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月 21日から 42 年５月 26日まで 

    脱退手当金の確認はがきにおいて、Ａ社における厚生年金保険の加入期間

が脱退手当金支給済みとなっている。 

しかし、脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いと申し立てている。 

    しかし、申立期間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りはないなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同

一時期（おおむね前後３年以内）に脱退手当金の受給要件を満たし、厚生年金

保険被保険者資格を喪失した４人の女性従業員について、脱退手当金の支給記

録を調査したところ、受給者は申立人及びその義姉（申立期間当時の事業主の

妻）の２人であることが確認できる。そこで、申立人の義姉に係る脱退手当金

裁定請求書を見ると、氏名・住所欄及び事業所の名称・所在地欄にはゴム印（住

所と所在地欄に押されているゴム印は同一）が押されている上、脱退手当金が

当該脱退手当金裁定請求書の住所（事業所の所在地）に近いＢ郵便局で隔地払

（通知払）されていることが確認できるところ、申立人は、「申立期間当時か

ら長年にわたって、給与計算及び社会保険事務は同じ社会保険労務士に委託し

ていた。」としていること等から判断すると、申立人についてもその委任に基

づき事業主により代理請求がなされた可能性がうかがえる。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶がないという主張のほかに、



申立期間に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期

間の前に有る被保険者期間がその計算の基礎とされておらず、未請求となって

いる。しかし、申立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号

は別番号で管理されていたことが確認できることから、当該一部未請求だけを

もって不自然な記録であるとまでは言えない。



大阪厚生年金 事案 12835 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年３月 21日から同年８月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申

立期間の標準報酬月額が、実際に受け取っていた給与額より低く記録されて

いることが分かった。同社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所に出向になった際の標

準報酬月額が、38万円から 34万円に下がっているが、給与が下がったこと

は一度もないので、申立期間の標準報酬月額を実際の給与支給額に見合った

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務した期間に給与が下がったことは一度もないのに、申

立期間の標準報酬月額が 38万円から 34万円に下がっていると申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の資料は無く、社会保

険関係の資料も見当たらない。」と回答しており、申立人の申立期間の報酬月

額及び保険料控除額を確認することができない。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時のことは不明であるが、現在、厚生年金保険

の被保険者資格の取得時における標準報酬月額は、基本給に１か月分の通勤手

当を加えた額で算出しており、時間外手当の見込額は含めていない。」として

いる。 

さらに、オンライン記録を見ると、Ａ社Ｄ営業所における申立人の被保険者

資格の取得日から３か月前までの間に、同社他営業所等からの転入により、同

社Ｄ営業所で被保険者資格を取得していることが確認できる元従業員 12 人の

うち９人が、申立人と同様に資格取得時の標準報酬月額が１等級ないし４等級

下がっていることが確認できる。 

加えて、Ａ社（Ｄ営業所）に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい



て、申立人の標準報酬月額の記録に、遡及訂正等の不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料は無く、当該控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12836（事案 1975の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月 25日から 33 年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受

けた。 

それで、年金記録確認第三者委員会に記録の訂正を申し立てたが、申立期

間における勤務は認められるものの、厚生年金保険料控除についてまでは確

認できないとして、申立ては認められなかった。 

今回、新たな資料は無いが、申立期間当時に、Ａ社からＢ社に会社名は変

わったが、両社に継続して勤務していたので、申立期間も厚生年金保険被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ｂ社の事業主の妻の陳述から勤務は認め

られるものの、ⅰ）同僚が、入社当初から給与の明細書等は無く、一定額を現

金で支給されており、保険料等の天引きはなかった旨陳述している、ⅱ）Ａ社

は昭和 32年４月 25日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている、ⅲ）

申立人及び同僚は、その直後の同年５月８日にＡ社の事業主の子が設立したＢ

社において引き続き勤務しているが、申立人及び同僚の同社における資格取得

日は同社が厚生年金保険の適用事業所となった日と同日である等として、既に

当委員会の決定に基づき、平成 20年７月 29 日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、「申立期間の頃に、先代社長からその子に社長が変わった

ことは私には分からない。私が退職するまでずっと、先代を社長、その子を専

務と呼んで辞めることもなく継続して勤務した。前回の申立てのときに提出し



た以外の新たな資料及び話をした以上の新たな事情等の提出は無いが、申立期

間の加入記録が無いことについて納得できないので、再度委員会で判断し、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。」として、再申立

てを行っているが、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかが

わせる新たな資料等は無く、委員会の当初の決定を変更すべき事情も見当たら

ないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



大阪厚生年金  事案 12837 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 17日から 54 年８月１日まで 

ねんきん定期便により、申立期間の標準報酬月額が当時の給料に比べて低

い金額で記録されていることが分かった。私は、固定給 19 万 5,000 円（出

向手当を含む。）の条件を見て新聞の求人広告に応募し、Ａ社（現在は、Ｂ

社）にＣ業務従事者として採用された。その後は、申立期間を通じて出向先

であるＤ社（現在は、Ｅ社）Ｆ営業所で勤務しており、採用後３年目には

27 万円平均の給与であったので、申立期間の標準報酬月額を正しい金額に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額が、当時の給料に比べて

低い金額とされていると申し立てている。 

 しかし、Ｇ企業年金基金及びＢ社提出の厚生年金基金加入員資格取得届、同

資格喪失届及び加入者台帳に記載されている申立人の標準報酬月額は、いずれ

もオンライン記録と一致している。また、Ｂ社は、「申立期間当時の届書は複

写式であり、当社で記入後、厚生年金基金、健康保険組合及び社会保険事務所

（当時）へ、それぞれに同一内容の届書を送付していた。」としている。 

 さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に被保険者記録の有る男性の元従業員に照会し 12 人から回答を得たところ、

申立人と同様にＨ地区の同社営業所へ出向していたとする元従業員が６人確

認でき、そのうちの２人は、自身の標準報酬月額の記録について、「実際の給

与額に、大体合っている。」と陳述している。 

加えて、前述の被保険者名簿及びオンライン記録において、申立人に係る標

準報酬月額の記録に遡及訂正等の不自然な点は見当たらない。 



また、Ｂ社は、申立期間当時の賃金台帳等の資料を保管しておらず、申立人

の申立期間における保険料控除の状況を確認することができない。 

このほかに、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12838 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年８月中頃から平成９年１月 31日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の資格取得手続を相談したところ、

Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無いことが分かった。同社には、Ｂ業

務従事者として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が、申立期間のうち、昭和 61 年３月１

日から平成９年１月 31 日までＡ社に勤務していたことが確認できる。また、

元従業員の陳述から判断して、申立人が昭和 57 年頃から同社で勤務していた

こともうかがえる。 

しかし、Ａ社は、平成 10 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主に照会しても回答が得られないことから、同社等か

ら申立人の申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、Ａ社は、申立期間当時、Ｃ健康保険組合に加入しており、Ｄ厚生年金

基金には昭和 56 年８月１日から加入していたことから、同組合及び同基金に

照会したが、申立人に係る加入記録は見当たらない。なお、同組合及び同基金

は、いずれも、「申立期間当時から、資格の得喪等の届出書類は複写式であり、

当組合及び当基金を経由して社会保険事務所に提出されていた。」としている。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に

被保険者記録の有る元従業員に照会し６人から回答を得たところ、そのうちの

４人は、「Ｅ業種には、会社負担で個人に備品をあてがい、その代金を償却す

るまでは勤務するという償却制度というものがあった。同制度を利用する者は、

会社に伝票を提出して、一定の割合を報酬として得ており、厚生年金保険には



加入していなかった。」旨陳述しており、そのうちの二人は、「申立人は、償却

制度で勤務していた記憶がある。」とも陳述している。 

加えて、Ａ社の従業員について、申立人は約 120 人、元従業員の一人は約

100人と陳述しているところ、前述の被保険者名簿で確認できる申立期間当時

（昭和 59 年から平成４年まで）における同社の被保険者数は、30 人から 60

人までの間で推移しており、これに関連して元従業員の一人は、「Ｂ業務従事

者の７割程度は、償却制度により勤務していた。」と陳述している。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12839 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 32年 11月６日から 33年 12 月まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社で勤

務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同

社には１年３か月ほど勤務していたので、申立期間も厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社は、平成 11 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主も連絡先不明であることから、同社等から申立人の

申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

被保険者記録の有る元従業員に照会し、６人から回答を得たが、これらの者か

ら申立人の申立期間における勤務実態等を確認することもできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12840 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50年１月 28日から 54 年 12月 25日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答があった。同社では、Ｂ業務に従事して

いた。また、雇用保険の加入記録が有るので、厚生年金保険にも加入してい

たはずである。申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録等から、申立人が申立期間にＡ社で勤務していたことが

認められる。 

しかし、オンライン記録において、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所として

の記録は見当たらない。 

また、商業登記の記録から、Ａ社は平成元年に解散していることが確認でき、

申立期間当時の事業主も所在不明であるため、同社等から申立人の申立期間に

おける保険料控除等の状況を確認することができない。 

さらに、申立人が記憶する同僚は、「Ａ社に勤務した期間は、雇用保険料及

び厚生年金保険料が控除されていた。」と陳述しているものの、同人のＡ社に

係る雇用保険及び厚生年金保険の加入記録は見当たらない上、同人は給与明細

等を保管しておらず、同人の給与から厚生年金保険料が控除されたことを確認

することもできない。 

加えて、当該同僚及び事業主等に係る厚生年金保険の被保険者記録等から、

申立事業所の関連会社であることがうかがえる二つの厚生年金保険適用事業

所について、それぞれの健康保険厚生年金保険被保険者名簿の縦覧調査を行っ

たが、いずれの名簿にも申立人の記録は見当たらず、また、両名簿において申



立期間の健康保険整理番号に欠番は無く、両名簿の記録に不自然な点も見当た

らない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12841 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 28年５月から同年 12月 10日まで 

年金事務所に夫の厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答を受けた。夫の残した履歴書に、「昭和 28 年５月 

Ｃ市 Ａ社入社」と書いてあるので、入社以降、昭和 28 年 12 月 10 日にＢ

社で厚生年金保険に加入するまでは、Ａ社に勤務していたはずである。申立

期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立人が申立期間にＣ市のＡ社で勤務し、厚生年金保険に加

入していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間に勤務していたとするＣ市にあったとするＡ社は、

オンライン記録において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人は既に死亡していることから、事業主及び同僚の氏名は不明で

あり、これらの者に申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況

を確認することができない。 

なお、申立期間当時、Ｄ県内においてＡ社又はこれに近似する名称の厚生年

金保険適用事業所は６事業所が存在することから、当該６事業所の申立期間に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿について縦覧調査を行ったが、申立人

に係る記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12842 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42年６月 24日から 43 年３月１日まで 

ねんきん特別便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無いことが分かった。同社には学校卒業後、昭和 42 年２

月から１年ぐらいはＢ業務従事者として継続して勤務していたので、申立期

間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社は、「当時の資料が残っておらず、申立人の申立期間における

勤務実態及び保険料控除等の状況は不明である。」としている。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

被保険者記録が有り、連絡先の判明した元従業員に照会し、19 人（申立人が

記憶する同僚２人を含む。）から回答を得たが、そのうち 16人は申立人を記憶

しておらず、申立人を知っているとする３人も申立人の退職時期までは分から

ないとしていることから、これらの者から申立人の申立期間における勤務実態

等を確認することもできない。 

さらに、申立人と同職種の同僚の一人が、「当時、社員旅行が毎年９月又は

10 月にあった。」と回答しているのに対し、申立人は、「社員旅行に行ったこ

とはない。」と陳述しており、また、申立人と同時期に同職種で入社したとす

る別の同僚二人は、「入社した年（昭和 42年）の 12月に賞与の支給を受けた。」

と回答しているところ、申立人は、「賞与はもらっていない。」と陳述している。 

加えて、前述の被保険者名簿を見ると、申立人が昭和 42年６月 24日に被保

険者資格を喪失したことに伴って、健康保険被保険者証が社会保険事務所（当



時）に返却されたことを示す「証返 ６／28」の記載が確認できるほか、同名

簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12843 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年５月１日から９年５月１日まで 

私の厚生年金保険の加入状況について、ねんきん定期便を確認したところ、

Ａ社の代表取締役に就任していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支

給額と比べて低くなっている。 

当時、Ａ社は社会保険料を滞納しており、社会保険事務所(当時)から私の

厚生年金保険料の減額訂正処理を行うことにより、滞納額に充てたい旨の話

があったので応じることとしたが、これが不適切な処理であったとは知らな

かったし、また、快諾したわけでもない。 

申立期間を実際の給与支給額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、平

成６年５月から７年７月までは 38万円、同年８月から９年４月までは 56万円

と記録されていたところ、同年 10 月 27日付けで、６年５月から同年９月まで

は 11万円、同年 10月から９年４月までは９万 8,000円に引き下げられている

ことが確認できる。 

また、当該遡及減額訂正処理は、２回の定時決定(平成６年 10月１日及び８

年 10 月１日)と１回の随時改定(平成７年８月１日)を超えて行われているほ

か、２回の随時改定(平成６年５月１日及び９年５月１日)が新たに追加されて

いるなど、不自然な処理が行われていることがうかがえる。 

一方、商業登記簿によると、申立人は申立期間において、Ａ社の代表取締役

に就任していたことが確認できる。 

また、Ａ社に係る滞納処分票によると、平成９年 10月 20日に社会保険事務

所職員が同社に赴き、申立人から当該遡及減額訂正処理に係る被保険者報酬月



額変更届を受領していることが確認できる。 

さらに、申立人は、「当時、Ａ社における社会保険料を滞納していたことか

ら、社会保険事務所の職員が来社し、私の保険料を滞納額に充てることを示さ

れた。不本意であったものの、会社と従業員のためを思い、応じることとした。」

旨申し立てていることなどを踏まえると、申立期間に係る標準報酬月額の遡及

減額訂正処理に関し、社会保険事務所が代表取締役であった申立人の同意を得

ずに、又は一切の関与もなしに、無断で処理を行ったものとは考え難い。 

なお、申立人は上述のとおり、「社会保険事務所の職員から、申立期間に係

る私の保険料について滞納額に充てる旨の説明があった。」と陳述していると

ころ、オンライン記録によると申立期間のほかに、遡及減額訂正処理がなされ

た期間は見当たらないほか、Ａ社における他の厚生年金保険被保険者について、

遡及減額訂正処理がなされた記録も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、Ａ社の業務を執行する責任を負っている代表取締役として、自らの標

準報酬月額に係る記録の訂正処理の無効を主張することは信義則上許されず、

申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12844 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から７年 10月 26日まで 

年金事務所からの被保険者記録照会回答票を見ると、Ａ社で勤務した期間

のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に受け取っていた給与額と比較し

て低額になっているので標準報酬月額を訂正してほしい。 

なお、申立期間に年金を受給した覚えはない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間の標準報酬月額（９万 8,000円又は９万 2,000円）は、

当時の給与額（20万円から 23万円まで）に比べ低額であり納得できない。ま

た、申立期間に年金を受給した覚えはない。」と申し立てている。 

しかし、Ａ社は、平成 13 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってい

る上、事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控

除について確認することができない。 

また、申立人から提出された厚生年金保険年金証書及び支給額変更通知書等

から、申立人は、60 歳到達時の平成２年から老齢厚生年金を受給していたと

ころ、４年４月１日にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を取得したこ

とにより、同年５月分から年金額の一部が支給停止されたことが確認でき、「申

立期間に年金を受給した覚えはない。」とする申立人の陳述と符合しない。 

さらに、オンライン記録から、申立人とほぼ同時期にＡ社で厚生年金保険の

資格を取得している元従業員も、申立人と同額の標準報酬月額であり、また、

申立人と同様に年金額の一部が支給停止された老齢厚生年金を受給している

ことが確認できる。 

一方、申立期間のうち、平成７年１月１日から同年 10月 26日までの期間に

ついては、オンライン記録により、当該期間にＡ社において厚生年金保険被保



険者資格を有する申立人及び事業主の標準報酬月額が、８年３月 11 日付けで

９万 8,000 円から９万 2,000 円に減額されていることが確認できる。しかし、

当該処理は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

する法律（平成７年３月１日法律第 16 号）に基づき、同社が社会保険事務所

（当時）に提出した「健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金免除申請

書」によるものであることが確認できる。また、申立人は、７年１月 17 日の

当該震災後の給料について、「半年ぐらいの未払後も遅配が続き、震災前の状

態に戻ったのは平成 10年頃であった。」旨陳述している。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12845 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年６月１日から 12年３月１日まで 

「ねんきん定期便」で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社で

勤務した申立期間の標準報酬月額が、実際に届け出ていた標準報酬月額と相

違していることが分かった。私は、同社において社会保険事務を担当し、届

出も行っていた。当時の給与明細書等の資料は無いが、申立期間の標準報酬

月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身がＡ社の社会保険事務を担当し、申立期間を通じて標準報酬

月額を 20 万円で届け出たにもかかわらず、年金事務所の記録では９万 2,000

円から 15 万円までとなっており、申立人が同社を退職後、事業主又は社会保

険事務所（当時）が申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正したと申し立て

ている。 

しかし、オンライン記録を見ると、Ａ社における申立人の標準報酬月額の決

定に係る処理日は、資格取得時（平成 10年６月１日）は平成 10年６月 24日、

同年 10月の定時決定時は同年８月 28日、11 年 10月の定時決定時は同年９月

29日であり、申立人の退職後に遡及訂正が行われた形跡は見当たらない。 

また、申立人に係る平成 11年度から 13年度までの市民税県民税課税台帳に

記載された社会保険料控除額（平成 10年から 12年までの控除額）は、オンラ

イン記録の標準報酬月額に基づいて算出した保険料額とほぼ一致する。 

さらに、Ａ社は、平成 22 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主は連絡先不明であることから、同社等から申立人の

申立期間における給与支給額及び保険料控除額を確認することができない。 

このほか、申立ての事実を確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12846 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 25年 10月から 33 年 11月１日まで 

             ② 昭和 35年５月から同年８月まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうちの申立期間①及びＢ社で勤務した申立期間②の加入記録が無い

との回答をもらった。 

しかし、いずれも勤務していたことは間違いないので、申立期間について

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、複数の元従業員の陳述から判断して、勤務を始め

た時期は特定できないものの、申立人が申立期間当時もＡ社で勤務していた

ことが推認できる。 

しかし、Ａ社の元従業員は、「申立人は一般作業員だった。申立期間当時、

一般作業員は日給制で日雇労働者健康保険に加入し、厚生年金保険には加入

していなかった。制度が変わったかどうかは分からないが、昭和 30 年代前

半に一般作業員も厚生年金保険に加入した。」としており、別の元従業員は、

「昭和 33 年頃から一般作業員の中から仕事ができる人を準社員として登用

しており、申立人も一般作業員から準社員に登用された一人である。申立人

が同年 11 月１日に資格を取得しているのなら、準社員に登用されたため厚

生年金保険に加入したと思う。」と陳述している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、前述の元

従業員２人が、申立人と同様に正社員ではなく一般作業員として勤務してい

たとする８人が、申立人と同日の昭和 33 年 11月１日に厚生年金保険の被保

険者資格を取得していることが確認できることから、同社では一般作業員に



ついては、準社員に登用した等の理由により同日に厚生年金保険の被保険者

資格を取得させたことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は、申立人に関する資料が無いとしていることから、申立期

間において、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認

することができない。 

２ 申立期間②については、申立人は、Ｂ社で勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、昭和 40 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、同社の商業登記簿も確認できないことから、事業主等から申立人の申

立期間に係る在籍及び保険料控除について確認することができない。 

また、申立人は、既に死亡しているその弟以外の同僚の氏名を記憶してい

ないため、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間に被保険者記録の有る元従業員 17 人に照会し８人から回答を得たが、全

員が申立人を記憶しておらず、これらの者から申立人が申立期間に同社で勤

務していたことを確認することもできない。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠

番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連

資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12847 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成元年 10月１日から６年 10月１日までの期間について、

申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、平成６年 10月１日から７年７月 30日ま

での期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成元年 10月１日から７年７月 30日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に受け取っていた給与額よりも

低く記録されていることが分かった。 

    私は、Ａ社で代表取締役として勤務し、社会保険事務所（当時）への届出

についても私が行っていたが、社会保険料の滞納は無かったし、標準報酬月

額を低く届け出たこともないので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成元年 10月１日から６年 10月１日までの期間につい

ては、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は当初、53 万円と

記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった７

年７月 30日より前の６年３月 10日付けで、４年１月から６年９月までにつ

いては８万円に、また、７年３月 30 日付けで、元年 10 月から３年 12 月ま

でについても８万円に、それぞれ遡って減額訂正されていることが確認でき

る。 

  さらに、申立人の妻についても、平成６年３月 10 日付けで、標準報酬月

額が遡及訂正されていることが確認できる。 

  しかし、商業登記の記録によると、申立人は、Ａ社が設立された昭和 63



年７月＊日から、破産宣告を受けた平成７年 10 月＊日まで同社の代表取締

役であったことが確認できる上、申立人は、「Ａ社の社会保険の届出は、設

立から倒産まで私が一人で行っていた。」、「法人印についても、設立から倒

産まで私が管理していた。」と陳述している。 

一方、申立人は、「Ａ社は、申立期間当時に社会保険料を滞納しておらず、

このような遡及訂正の手続も行っていない。」と陳述している。 

そこで、Ａ社が社会保険料の納付に利用していた金融機関の口座の取引履

歴を検証したところ、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 63 年

９月から平成４年９月までの期間、５年６月、同年７月及び６年９月の社会

保険料については口座振替が行われたことが確認できるが、４年 10 月から

５年５月までの期間、同年８月から６年８月までの期間及び同年 10 月から

同社が適用事業所でなくなる７年７月 30 日までの期間の社会保険料につい

ては、口座振替が行われたことが確認できない。 

また、申立人が、口座振替以外の方法により当該期間の社会保険料を納付

していたことをうかがわせるような事情も見当たらないことから、申立期間

当時、Ａ社は社会保険料を滞納していたことがうかがえる。 

これらのことから、上記遡及訂正処理については、社会保険事務所が、代

表取締役であった申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の関与も無しに、

処理を行ったものと認めることはできない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責

任を負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理

の無効を主張することは信義則上許されず、当該期間における標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  ２ 申立期間のうち、平成６年 10月１日から７年７月 30日までの期間につい

ては、前述の遡及訂正処理日（平成６年３月 10 日）以降の定時決定におい

て、申立人の標準報酬月額が８万円（標準報酬月額等級表の改訂により、平

成６年 11 月からは９万 2,000 円）と記録されているところ、当該処理につ

いては、前述の遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情は見当た

らず、社会保険事務所の処理に特段の不自然さは見受けられない。 

    また、申立人は、標準報酬月額を実際の給与額よりも低い金額で届け出た

記憶はないとしているものの、代表取締役である申立人が、当該期間におけ

る自らの標準報酬月額の届出について全く関与せず、また、承知していなか

ったとは考え難い。 

    さらに、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12848 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月 17日から８年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与額（手取り額 30万円）

より低く記録されていることが分かった。 

給与明細書等は保管していないが、申立期間の標準報酬月額を手取り給与

額に見合う記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

そこで、Ａ社から提出された申立人に係る給料台帳及び給与明細を見ると、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除額に基づく標準報酬月額は、オン

ライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社は、「給与明細等に記載のとおりの厚生年金保険料を控除し、保

険料に見合った標準報酬月額を社会保険事務所(当時)に届け出た。申立人の給

与手取り額が 30 万円になるよう、総支給額に相当する額より低い標準報酬月

額を届け出ていた。」旨陳述している。 

さらに、前述の給料台帳において、他の従業員６人（申立人が同僚とする２

人を含む。）の厚生年金保険料控除額を見ると、オンライン記録の標準報酬月

額に基づく額と一致していることが確認できることから、申立人のみがオンラ



イン記録に基づく額と異なる保険料を給与から控除されていたとは考え難い。 

加えて、オンライン記録を見ても、申立人の標準報酬月額が遡って訂正され

た形跡は無く、記録に不自然な点は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等    

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 10月１日から 39年 10月１日まで 

             ② 昭和 41年 10月１日から 42 年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社（現在は、

Ｂ社）で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、私が記憶する実

際の給与支給額より低く記録されていることが分かった。 

申立期間①については、昭和 38 年７月頃にＣ業務従事者に登用され、実

際の給与支給額は１万 8,500円であった。また、大学在学中の仕送り額（１

万 5,000円）を下回っているはずはない。 

申立期間②については、昭和 41 年４月１日からＤ業務従事者に昇格した

にも関わらず、昇給額が前年よりわずか 3,000円ということは、会社の給与

基準から考えられない。 

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、自身の

記憶する実際の給与支給額より低く記録されていると申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳等の資料は残っておらず、申立

人の給与額及び保険料控除の状況等については不明である。」としているため、

同社から、申立人の申立期間における保険料控除の状況を確認できない。 

また、申立人が、自身と経歴及び給与額がほぼ同じであったとする元同僚の

標準報酬月額について、オンライン記録等を確認したところ、資格取得時は申

立人と同額である上、その後数年間についても、申立人とほぼ同額で推移して

いるところ、当該元同僚は、「自身の記憶している給与額と標準報酬月額の記

録に、大きな違いはない。」旨陳述している。 



さらに、申立人が同僚とする 13 人のうち、連絡先が判明した７人に照会し

回答を得た４人のうち３人は、「Ａ社での給与計算事務は、適正に行われてい

るはずである。」としている上、このうちの一人は、「Ａ社が、標準報酬月額を

実際の給与額より低く届け出ていたとは考え難い。届出額に基づく額より多い

厚生年金保険料を控除することも考えられない。」とも陳述しており、事実に

反して標準報酬月額が低く届け出られていると回答した者は見当たらないほ

か、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿等において、これら

同僚の標準報酬月額の記録が遡及して訂正された形跡も見当たらない。 

加えて、Ａ社Ｅ営業所の申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

おいて、申立人の標準報酬月額が遡及して訂正された形跡は認められず、記録

に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12850 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20年 12月 31日から 21年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社での資格喪

失日が平成 20 年 12 月 31 日になっていることが分かった。しかし、私が同

社を退職したのは同日であるので、資格喪失日は 21 年１月１日となるはず

だ。 

Ａ社からの事後訂正により加入記録は訂正されたものの、年金額の計算の

基礎とならない記録となっているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出されたタイムカード及び健康保険厚生年金保険被保険者資格

喪失届（訂正）によると、申立人は、平成 20 年 12 月 31 日まで同社で勤務し

ていたことが確認できる。 

また、Ａ社は平成 23年６月 24日付けで、申立人に係る厚生年金保険被保険

者の資格喪失日を 20年 12月 31日から 21年１月１日に訂正する旨の上記資格

喪失届を年金事務所に提出し、既に記録は訂正されているが、申立期間は厚生

年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とならない期間とされている。 

一方、申立人は、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい

と申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、年金記録の訂正が行われるのは、事業主が被保険者の給与

から厚生年金保険料を源泉控除した事実があるにもかかわらず、事業主が当該

保険料を納付したことが明らかでない場合に限られているところ、Ａ社から提

出された賃金台帳を見ると、申立人は、平成 20年 12月の厚生年金保険料を給

与から控除されていないことが確認できる。 



したがって、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

なかった申立期間について、年金記録の訂正を行うことはできない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12851（事案 7780の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

       

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年８月から 20年４月１日まで 

夫の船員保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、夫

がＡ社（現在は、Ｂ社）で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い

との回答を受けたので、年金記録確認第三者委員会に年金記録の訂正の申立

てを行ったが、認められなかった。 

今回、新たに、Ｆ組織が証明した履歴書を提出する。当該履歴書から、夫

が申立期間にＧ職でありＣ船に乗っていたこと、及び昭和 19 年 12 月 31 日

にＤ部署に配属されたことが分かるので、申立期間について、夫が船員保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人がＣ船に乗っていたことは推認で

きるものの、ⅰ）Ａ社に係る船舶名簿及び戦時加算対象船舶名簿に記録が無い

ことから、同船は船員保険の適用事業所ではなかったと考えられる、ⅱ）Ｂ社

は申立人に関する船員保険の資料を保管していないとしているため、申立期間

の保険料控除について確認することができない、ⅲ）申立期間のうち、同船に

乗っていなかった期間については、申立人はＥ業務従事者であったと考えられ

るところ、Ｅ業務従事者が船員保険の被保険者となるのは、申立期間後の昭和

20年４月１日以降である等として、既に当委員会の決定に基づき、平成 22年

10月８日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人の妻は、Ｆ組織が証明した申立人の履歴書により、申立人が申

立期間にＧ職としてＣ船に乗っていたこと、及び昭和 19 年 12 月 31 日にＤ部



署に配属されたことが分かるので、再度調査の上、申立期間について、申立人

が船員保険の被保険者であったことを認めてほしいと主張している。 

しかし、Ｇ職は、船舶所有者において、船員保険の被保険者資格取得届を提

出することとなっていたところ、Ａ社に係る船舶名簿及び戦時加算対象船舶名

簿において、申立人が乗ったＣ船の記録が無いことが確認できる。 

また、前述の申立人の履歴書を見ると、申立人が昭和 19 年 12 月 31 日にＤ

部署に配属されたとの記録が確認できるが、申立人はＧ職であることから船員

保険の適用を受けることとなる。しかし、申立人の妻から提出された資料によ

ると、申立人は、Ｄ部署に配属された期間はＥ業務従事者であったと考えられ

るところ、Ｅ業務従事者が船員保険の被保険者となるのは、制度上、20 年４

月１日以降であることから、19 年 12 月 31 日から 20 年３月 31 日までは、申

立人は船員保険の被保険者になることができなかったと考えられる。 

このほか、申立人から保険料控除を示す新たな関連資料及び周辺事情の提示

は無く、ほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないこ

とから、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12852 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年５月 19日から 33 年５月 26日まで 

老齢年金の裁定請求を行った 60 歳時に、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務し

ていた申立期間については、脱退手当金が支給されたことになっていること

を知り、当時から脱退手当金は受給していないと主張してきたが認められな

かった。 

Ａ社は、実家の家業を手伝うために退職した。当時は、脱退手当金の制度

も知らず、家業が多忙で家から出られない状態であったので、脱退手当金を

受取に行くこともできないはずだ。 

調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかし、オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、Ａ社にお

ける厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 33 年８月 28

日に支給決定されている上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人と同時期に脱退手当金の受給要件を満たし、資格を喪失してい

ることが確認できる女性従業員 15 人（申立人を含む。）について脱退手当金

の支給記録を調査したところ、10 人に支給記録が有り、このうち８人が資格

喪失後６か月以内に支給決定されている。 

このことに加えて、当該８人のうち、昭和 31 年１月に被保険者資格を喪失

している者で、Ａ社で社会保険事務を担当していたとする者は、「私は当時、

退職する従業員に代わって脱退手当金の請求手続をするように会社から指示

を受けていたので、社会保険事務担当者として社会保険事務所（当時）に出向



き、代理請求手続を行っていた。」と陳述しており、同人のほかにも、申立人

の資格喪失日から約４か月後の 33 年９月に被保険者資格を喪失している者が、

同社では脱退手当金の代理請求が行われていた旨の陳述をしていることを踏

まえると、申立人についても事業主による代理請求がなされた可能性が高いと

考えられる。 

また、前述の被保険者名簿を見ると、申立人の欄に脱退手当金が支給された

ことを意味する「脱」の表示が有るほか、申立期間に係る脱退手当金の支給額

に計算上の誤りはないなど、一連の事務処理に不自然な点は見当たらない。 

さらに、当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被

保険者期間がなければ年金は受給できなかったことから、申立人が申立期間に

係る脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前にある被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていたことが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

記録であるとまでは言えない。



大阪厚生年金 事案 12853 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月 21日から 44 年３月１日まで 

私は申立期間当時、Ａ社からＢ社に期間を空けずに転職したのに、年金事

務所の記録では、昭和 43 年 12 月 21 日にＡ社で厚生年金保険被保険者資格

を喪失し、44 年３月１日にＢ社で被保険者資格を再取得したことになって

おり、申立期間の被保険者記録が無い。 

申立期間当時、Ｂ社はまだ設立されていなかったように思うので、申立期

間に勤務していたのはＡ社であったと思うが、Ｂ社が既に設立されていたの

であれば、同社に勤務していたかもしれない。 

調査の上、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社又はＢ社（現在は、Ｃ社）のいずれかに継続して

勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てているところ、商業登記の記

録によると、Ｂ社は申立期間より前の昭和 43 年 11 月＊日に設立されており、

雇用保険の加入記録から、申立人が、申立期間のうち、44 年１月１日から同

年３月１日までの期間について、同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立人の資格取得日と同日の昭和 44 年３月１日であり、申立期間は

適用事業所ではない。 

また、Ｃ社は、｢申立期間当時、当社はまだ厚生年金保険の適用事業所では

なかったので、申立人を含む全従業員について、申立期間の給与から保険料は

控除していない。｣としており、同社提出の給与台帳からも、Ｂ社が適用事業

所となった昭和 44 年３月以降は申立人の給与から保険料が控除されている一

方で、申立期間については申立人の給与から保険料が控除されていないことが



確認できる。 

次に、Ａ社について、同社は、「当時の関連資料が残っていないため、申立

人の申立期間における勤務実態及び保険料控除については不明である。しかし、

勤務している従業員の被保険者資格を理由もなしに喪失させることはないの

で、厚生年金保険の加入記録が昭和 43 年 12 月 21 日までであるのならば、勤

務もそこまでであったものと考えられる。」としている。 

また、オンライン記録において、申立期間中にＡ社で被保険者資格を喪失し

ていることが確認できる者に照会し、二人から回答を得たが、両人共に申立人

の退職日等を記憶しておらず、申立人の申立期間における勤務をうかがわせる

陳述は得られない上、自身の退職日と資格喪失日の記録は一致するとしている。 

さらに、雇用保険の加入記録を見ると、申立人のＡ社における離職日は昭和

43 年 12 月 20 日となっており、厚生年金保険の記録と一致しているほか、申

立人の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人が同年 12

月 21 日に被保険者資格を喪失したことに伴って、同年 12 月 26 日に健康保険

被保険者証が社会保険事務所（当時）に返却されたことを示す「43.12.26 証

返納済」の記載が確認でき、同原票の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年３月 17日から 38年２月１日まで 

             ② 昭和 38年２月１日から 43年２月１日まで 

年金事務所に照会したところ、Ａ社（申立期間①）及びＢ社（申立期間②）

で勤務していた申立期間について、脱退手当金が支給済みとなっている。 

しかし、脱退手当金の請求及び受給をした記憶がないので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかし、脱退手当金裁定請求書によると、「氏名 印」欄には申立人の氏名

及び押印が確認できるとともに、「住所」欄には申立人が記憶する脱退手当金

が支給された当時の住所が記載されているところ、申立期間に係る脱退手当金

は、当該裁定請求書に記載された住所地と同区内にある金融機関での隔地払い

（通知払い）となっていることが脱退手当金計算書で確認できることから、脱

退手当金の支給通知書は、申立人の当時の住所地宛てに送付され、当該金融機

関で脱退手当金が受領されたと考えるのが自然である。 

また、Ｂ社は、当時の脱退手当金の取扱いについて、「退職者に対して、そ

の都度社会保険事務所（当時）作成の脱退手当金説明用チラシを配布し、脱退

手当金を希望する者には代理で請求手続を行っていたが、代理で受給すること

はなかった。」旨回答しているところ、上述の裁定請求書によると、「最後に被

保険者として使用された事業所」欄にＢ社のゴム印が押されていることが確認

できる上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

資格喪失日である昭和 43 年２月１日の前後約３年以内に受給要件を満たし資



格を喪失した 37 人について、脱退手当金の支給状況を調査したところ、申立

人を含む 21人に支給記録があり、そのうち 19人が資格喪失後約６か月以内に

支給決定されているとともに、そのうちの１人は申立人と同日付けで支給され

ていることが確認できる。 

さらに、上記支給記録がある申立人を除く 20 人及び当時の総務担当者１人

の計 21人のうち、所在が判明した 17人に照会を行い回答が得られた９人のう

ち５人は、「脱退手当金の請求手続は、事業所に代理で行ってもらったと思う。」

等陳述しており、また、５人のうち２人は、「脱退手当金は、自宅近くの金融

機関で受給したと思う。」旨陳述しているところ、そのうちの社会保険事務担

当者は、「申立人がＣ業務従事者だったことをなんとなく記憶しており、申立

人の脱退手当金の請求書は私が退職する前に手続を行ったと思う。」旨陳述し

ていることから、申立期間に係る脱退手当金についても、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

加えて、上述の被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されたこ

とを示す「脱」表示が確認できるとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤

りがないなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても、受給した記憶がないという主張のほかに、

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 12855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月１日から平成２年４月６日まで 

厚生年金保険の加入状況について年金事務所に照会した結果、夫が事業主

であるＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給

与額よりも低く記録されていることが分かった。 

申立期間の標準報酬月額は、自身がＣ職として最高等級で届出を行い、そ

れに基づく厚生年金保険料額を納付していたはずなので、申立期間の標準報

酬月額を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額が、自身がＣ職として届け出た申立期間

当時の最高等級とされていないのは、社会保険事務所(当時)の事務過誤による

ものであると申し立てている。 

しかし、申立人の申立期間における標準報酬月額が遡って減額訂正された事

跡は無く、社会保険事務所において不合理な処理が行われた形跡は見当たらな

い。 

また、申立人の申立期間当時の住所地は、Ｂ市であったことが申立人に係る

戸籍の附票で確認できるところ、同市は、「申立期間当時の住民税等に関する

資料は保管していない。」と陳述しており、申立人の申立期間当時の所得等を

確認することはできない。 

さらに、Ａ社は平成４年４月＊日に破産終結していることが同社に係る商業

登記で確認できるところ、元事業主で申立人の夫は、倒産処理を依頼した弁護

士の氏名を記憶しており、当該弁護士に照会を行った結果、「申立事業所のこ

とは記憶しているが、申立期間当時の資料は保存期間外のため、申立人の報酬

月額等を確認できる資料は無い。」としており、Ｄ地方裁判所にも照会を行っ



たが、「破産終結後５年を経過したものについては、資料は廃棄済みである。」

としている。 

加えて、申立人は、Ａ社の設立時から破産終結までの期間において同社の取

締役であることが上述の商業登記で確認できるところ、元事業主及び申立人は、

「会社は既に倒産し、申立期間当時の資料は保管していないため、当時の標準

報酬月額及び保険料控除について確認できない。」と陳述しており、申立人が

主張する標準報酬月額及び保険料控除について確認することはできない。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12856 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年９月 22日から 34年１月 17日まで 

             ② 昭和 52年５月から同年７月 30日まで 

年金事務所の記録を見ると、私がＡ社Ｂ営業所にＣ業務従事者として勤務

していた昭和 33 年９月 22 日から 34 年１月 17 日までの期間(申立期間①）

及びＤ社（現在は、Ｅ社）にＦ業務従事者として勤務していた 52 年５月か

ら同年７月 30 日までの期間（申立期間②）が厚生年金保険の未加入期間と

なっている。 

しかし、申立期間①及び②には間違いなく各社に勤務し、いずれの事業所

においても厚生年金保険に加入していたので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録により、申立人がＡ社Ｂ営業所の同僚

として名前を挙げた７人のうち３人は、同社に係る申立期間の厚生年金保険被

保険者記録が確認できる上、申立人が申立期間①の後に勤務した事業所は、「申

立人に係る人事の記録によると、昭和 33 年 10 月から同年 12 月までの期間に

ついてＢ営業所勤務と記載されている。」旨回答していることから判断すると、

期間は特定できないものの、申立期間の一部について申立人が同社に勤務して

いたことが認められる。 

しかし、オンライン記録からＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認で

きる前述の同僚３人は、死亡又は所在不明のため陳述が得られない上、オンラ

イン記録により、申立期間について同社に係る厚生年金保険被保険者記録が確

認できる複数の同僚に照会したものの、申立人を記憶している旨の回答は得ら

れなかった。 



また、Ａ社は、「当社が保管する社会保険加入台帳には申立人の名前が確認

できず、申立期間当時における従業員の厚生年金保険等の取扱いについては不

明である。」旨回答していることから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び

厚生年金保険料の控除の状況等について確認できない。 

申立期間②について、オンライン記録により、昭和 52 年７月１日にＤ社に

係る厚生年金保険被保険者資格を取得したことが確認できる同僚一人が、「自

身は、Ｄ社が設立した昭和 52 年７月１日以前から勤務していたが、申立人が

自身の上司であった時期があった。」旨陳述していることから、期間は特定で

きないものの、申立人は、申立期間に同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立期間②のうち、昭和 52年５月から同年６月 30日までの期間に

ついて、オンライン記録によるとＤ社は、同年７月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっており、当該期間については厚生年金保険の適用事業所ではなか

ったことが確認できる。 

また、Ｅ社は、「Ｄ社の設立当時から勤務している社員に確認したところ、

当該社員は、昭和 52 年６月頃から同社の設立準備業務に従事していたが、設

立日は同年７月１日であり、同日から社会保険に加入したと話している。」旨

回答している上、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 52 年７月１

日に被保険者資格を取得したことが確認できる複数の同僚が、「Ｄ社の設立準

備期間中から勤務していたが、厚生年金保険の被保険者となったのは、同社が

厚生年金保険に加入した日からである。」旨陳述している。 

さらに、申立期間②のうち、昭和 52年７月１日から同年７月 30日までの期

間について、前述の申立人が自身の上司であった旨陳述した者を含め、オンラ

イン記録により、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となった同年７月１日に被

保険者資格を取得したことが確認できる複数の同僚に照会したが、申立人が同

日以降に同社に勤務していたことをうかがわせる陳述等は得られなかった。 

加えて、Ｅ社は、「申立期間当時の資料は廃棄済みであり、申立人の勤務実

態等については不明である。」旨回答しており、申立期間に係る申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除の状況等について確認できない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い上、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を

行ったが、当該期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認できな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 12月 30日から 39 年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間が厚生

年金保険の未加入期間となっている旨の回答をもらった。 

しかし、私は、昭和 36 年 10 月１日から 39 年４月１日までＡ社に継続し

て勤務していたことに間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36年 10月１日から 39年３月 31日までＡ社の事業所に勤務

し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、申立人がＡ社の同僚として名前を挙げている者は、「申立人と共に

Ａ社に勤務していたことは記憶しているが、自身は同事業所に３か月程度しか

勤務しておらず、申立人の退職時期は知らない。」旨陳述しているところ、同

事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該同僚の厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日は申立人と同日であることが確認でき

る。 

また、Ａ社に係る前述の被保険者名簿から、申立期間の被保険者記録が確認

できる複数の同僚に照会したが、申立人が申立期間に同事業所に在籍していた

ことを記憶している者はいない上、複数の者が、「申立期間当時の社会保険事

務等の担当者は、年金制度に精通しており、非常に正確な事務処理を行ってい

たので、申立人の申立期間に係る社会保険の届出等を失念するとは考え難い。」

旨陳述している。 

さらに、Ａ社は、「申立人に関する資料は残存しておらず、申立人の申立期

間における在籍及び保険料控除については不明である。」旨回答している。 



加えて、申立人は、「子供を出産する前にＡ社を退職した。」旨陳述している

ところ、当該子の出生日は昭和 38 年＊月＊日であり、申立期間の終期と符合

しない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 12858（事案 10556の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 24年６月 30日から 26年３月１日まで 

    年金事務所の記録では、亡き夫について、申立期間が厚生年金保険の未加

入期間となっているため、前回、年金記録確認第三者委員会に申立期間前に

勤務したＡ社（現在は、Ｂ社）、あるいは申立期間後に勤務したＣ社（現在

は、Ｄ社）のいずれかに係る記録の訂正を求める申立てを行ったが認められ

なかった。 

    しかし、今回、Ｄ社に夫の厚生年金保険の加入手続等について照会したと

ころ、同社から、「入社後即時に社会保険の加入手続を行い、意図的に加入

しなかったとは思いません。」との回答があったことから、夫が昭和 24年６

月 30 日にＡ社を退職したのであれば、既に勤務していた実弟を頼って、直

ちに同年７月にＣ社に入社し、同社は、夫について社会保険事務所（当時）

に同年７月に被保険者資格を取得した旨の届出を行っているはずである。 

申立期間について、夫の年金記録が無いのは、社会保険事務所が不適切

な事務処理を行っていたと考えており、Ｄ社からの上記回答書を新たな資料

として提出するので、再調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｂ社が保管する健康保険厚生年金保

険被保険者資格喪失届及び申立人と同日の昭和 24年６月 30日に被保険者資格

を喪失した同僚の陳述から、申立人が同年６月末にＡ社を退職したと認められ

ること、ⅱ）Ｃ社の同僚の陳述から、申立人が申立期間中の 25 年１月下旬頃



には、同社に勤務していたことは推認できるものの、複数の同僚の陳述から、

申立期間当時の同社では、必ずしも全ての従業員について入社と同時に厚生年

金保険に加入させる取扱いを行っていなかったことがうかがえる上、当時の経

理事務担当者であったとする同僚は、「厚生年金保険に未加入の従業員の給与

から保険料を控除することはあり得ない。」旨陳述していること、ⅲ）Ｄ社は、

「当時の資料等が残存せず、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除の状況等は不明である。」旨回答していること、ⅳ）Ｃ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録に不自然さは見られないことから、

既に当委員会の決定に基づき、平成 23 年４月１日付けで年金記録の訂正のあ

っせんは行わないとする通知が行われている。 

今回、申立人の妻は、「Ｄ社に夫の厚生年金保険の加入手続等について照会

を行ったところ、同社から回答書が送付され、当該回答書を新たな資料として

提出するので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。」

旨申し立てている。 

しかし、申立人の妻が提出の前述のＤ社の回答書を見ると、「会社としては、

入社後即時に社会保険の加入手続を行い、意図的に加入しなかったとは思いま

せん。」旨記載されているものの、申立人の入社時期及び当時の福利厚生の適

用状況等の照会事項については、「お問い合わせの件につきましては、当時の

記録が一切残っておらず不明としか回答できません。」旨回答していることが

確認できる上、同社に対し、再度、照会を行い確認したところ、同社は、「申

立期間当時の資料は残存していないため、申立人の在籍期間、勤務実態及び保

険料控除の状況等は不明である。」旨回答している。 

また、申立人がＣ社に入社の際に頼ったとされるその実弟に、再度、申立人

の同社入社日等について照会を行ったが、回答は得られない上、申立人の実弟

の妻は、「本人は自身の入社日も記憶していないのに、申立人の入社日を記憶

しているはずがない。」旨陳述している。 

さらに、申立人の妻は、「申立期間について、夫の年金記録が無いのは、当

時の社会保険事務所が不適切な事務処理を行っていたと考えられる。」旨主張

しているものの、申立人のＣ社に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）、

前述の被保険者名簿及びオンライン記録において、不適切な事務処理が行われ

た形跡は見当たらない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 12859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年６月 30 日から 27 年 11 月 15 日までの

期間又は同年 12月 30日から 28年８月 30日まで

の期間のいずれかの期間のうちの約３か月間 

② 昭和 29年８月 18日から同年９月 15日まで 

③ 昭和 32 年７月１日から 36 年３月 30 日までの期

間のうちの約３か月間 

④ 昭和 33年から 36年までの期間のうちの約４か月

間 

⑤ 昭和 33年から 36年までの期間のうちの約２か月

間 

⑥ 昭和 40年１月から同年 12月までの期間のうちの

６か月間ないし 12か月間 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答があった。 

しかし、申立期間①については、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間は、

昭和 27年 11月５日から同年 12月 30日までの１回しかないが、同社には２

回勤務しており、当該申立期間のうちのいずれかの期間の加入記録が欠落し

ている。また、Ｂ社発行の在籍証明書から、申立期間②において同社に勤務

したことが確認できる。さらに、申立期間③については、32年６月 28日に

Ｃ社を病気のため退職したが、療養後に再入社し、当該期間において同社に

勤務した。加えて、申立期間④においてＤ社（現在は、Ｅ社）に、申立期間

⑤においてＦ社に、申立期間⑥においてＧ社（現在は、Ｈ社）に勤務した。 

当該事業所にＩ業務従事者として勤務していた申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社は、「申立期間当時の資料は無く、当時の事情を

知る者もいないため、当社での申立人の勤務実態等は不明である。」旨回答し

ている上、申立期間当時の事業主は所在不明であり、社会保険事務担当者であ

ったとされる者は既に死亡しているため、同社等から、申立期間における申立

人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況等を確認できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、同社が厚生年金

保険の適用事業所となった昭和 27年２月１日から 28年８月１日までの期間に

被保険者資格を取得していることが確認できる元従業員のうち、所在が判明し

た複数の者に照会したものの、申立人のことを知っていると回答した者はおら

ず、これらの者から、申立期間における申立人の勤務実態等を確認できない。 

さらに、Ａ社に係る前述の被保険者名簿によると、同社は、前述のとおり昭

和 27年２月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、

同日以前の期間においては適用事業所ではない。 

加えて、Ａ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない。 
申立期間②について、Ｂ社提出の在籍証明書から、申立人は、申立期間にお

いて同社に勤務していたことが確認できる。 
しかし、Ｂ社は、「申立期間当時の社会保険関係の資料及び賃金台帳等は残

っていないため、当社での申立人の厚生年金保険の加入状況及び保険料控除の

状況は不明である。」旨回答している上、申立期間当時の事業主は所在不明で

あるほか、当時の社会保険事務担当者を特定できないため、同社等から、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の状況を確認できない。 
また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被保

険者資格を取得していることが確認できる元従業員のうち、所在が判明した複

数の者に照会したものの、申立人のことを知っていると回答した者はおらず、

これらの者から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の状況を確認

できない。 

さらに、前述の照会への回答が得られた元従業員のうち、申立人と同職種で

あったとする３人は、「Ｂ社では、本雇いになるまでの約２週間ないし約２か

月間は見習期間であり、厚生年金保険には加入していなかった。」、及び「Ｂ

社では、厚生年金保険に加入するかどうかの希望を聞かれた。」旨回答してい

ることから、申立期間のＢ社では、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加

入させていたわけではなく、加入させる場合であっても入社後すぐに加入させ

ていなかったことがうかがえる。 
加えて、Ｂ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない。 



申立期間③について、Ｃ社は、「申立人が勤務したとするＣ社は、平成 21

年に一旦解散しており、同一名称の現在の当社が設立されたが、当社は、申立

期間当時の資料を承継していないため、申立人の勤務実態等は不明である。」

旨回答している上、申立期間当時の事業主は、「申立人の勤務実態等は不明で

ある。」旨回答しているほか、当時の社会保険事務担当者を特定できないため、

同社等から、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の

状況等を確認できない。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が名

字のみを記憶する同僚と同じ名字の被保険者が確認できるが、同人は既に死亡

しているため、申立人の勤務実態等を照会することができない上、同被保険者

名簿から、申立期間に被保険者資格を取得していることが確認できる元従業員

のうち、所在が判明した複数の者に照会したものの、申立人のことを知ってい

ると回答した者はおらず、これらの者から申立期間における申立人の勤務実態

等を確認できない。 

さらに、Ｃ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない。 

申立期間④について、Ｅ社は、「申立期間当時の資料は無く、当時の事情を

知る者もいないため、Ｄ社での申立人の勤務実態等は不明である。」旨回答し

ている上、申立期間当時の事業主は既に死亡しているほか、社会保険事務担当

者を特定できないため、同社等から、申立期間における申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除の状況等を確認できない。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被保

険者資格を取得していることが確認できる元従業員のうち、所在が判明した複

数の者に照会したものの、申立人のことを知っていると回答した者はおらず、

これらの者から申立期間における申立人の勤務実態等を確認できない。 

さらに、Ｄ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない。 
申立期間⑤について、Ｆ社は、「申立期間当時の資料は無く、当時の事情を

知る者もいないため、当社での申立人の勤務実態等は不明である。」旨回答し

ている上、申立期間当時の事業主は所在不明であるほか、当時の社会保険事務

担当者を特定できないため、同社等から申立期間における申立人の勤務実態及

び厚生年金保険料の控除の状況等を確認できない。 

また、Ｆ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被保

険者資格を取得していることが確認できる元従業員のうち、所在が判明した複

数の者に照会したものの、申立人のことを知っていると回答した者はおらず、

これらの者から申立期間における申立人の勤務実態等を確認できない。 

さらに、前述の照会への回答が得られた元従業員のうち、昭和 34 年 10月に

Ｆ社に入社し、申立人と同職種であったとする者は、同社に係る前述の被保険



者名簿から、入社から約７か月後に被保険者資格を取得していることが確認で

きる上、「Ｆ社に入社した際、厚生年金保険に加入するかどうかの希望を聞か

れた。」旨回答していることから、申立期間当時の同社では、必ずしも全ての

従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

加えて、Ｆ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない。 
申立期間⑥について、Ｈ社は、「Ｇ社での申立人の勤務実態等は不明である。」

旨回答している上、申立期間当時の事業主は既に死亡しているほか、当時の社

会保険事務担当者を特定できないため、同社等から、申立期間における申立人

の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況を確認できない。 

また、Ｇ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被保

険者資格を取得していることが確認できる元従業員のうち、所在が判明した複

数の者に照会したものの、申立人のことを知っていると回答した者はおらず、

これらの者から、申立期間における申立人の勤務実態等を確認できない。 

さらに、前述の照会への回答が得られた元従業員のうち、申立人と同職種で

あったとする者は、「入社時にＧ社から、厚生年金保険に加入するかどうかの

希望を聞かれた。」旨回答していることから、申立期間当時のＧ社では、必ず

しも全ての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことが

うかがえる。 

加えて、Ｇ社に係る前述の被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然さは見られない。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


